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　新年あけましておめでとうございます。

　会員の皆様におかれましては、つつがなく新しい

年をお迎えのこととお慶び申し上げます。また、皆

様には、常日頃から連合会の事業及び業務運営に格

別のご理解とご協力を賜っておりますことに厚くお

礼申し上げます。

　さて、昨年を振り返りますと、「平成」から「令和」

へと新しい時代が幕を開け、G20大阪サミットや

アジアで初の開催となったラグビーワールドカップ

日本大会、即位礼正殿の儀といった国際的なイベン

トが相次ぎました。また、今年は、東京オリンピッ

ク、パラリンピックが開催されます。税関では、テ

ロ対策の観点から水際取締りの強化を行っていると

聞いています。通関業会としても、税関との連携を

強化していただき、水際でのチェック強化に努めて

いただきたいと思います。

　昨年の我が国の経済情勢は、米中貿易摩擦の長期

化、日韓関係の悪化や英国のEU離脱問題の混迷化

等から、外需は伸び悩み国内製造業が低迷し、中国

などアジア向け資本財の輸出が減少に転じました。

また、昨年後半には、米国向け自動車等の輸出が大

きく減少するなど、輸出は総じて低調でした。しか

し、昨年後半、電子部品や資本財の輸出を中心に持

ち直しの傾向が見えましたので、今年は期待できる

のではないかと思っています。また、今年はオリン

ピックイヤーでもありますので、スポーツイベント

との経済効果も期待しているところです。

　一方、当連合会においては、５期10年の長きに

わたり会長を務められた鈴木宏様が退任されまし

た。鈴木前会長のご功績等については、改めてご説

明するまでもありませんが、前会長の築き上げた連

合会の名に恥じぬよう努めて参るとともに、職責の

重さを痛感しているところです。

　会長を拝命した昨年５月末以降、私は、モンゴル

通関業会とのMOU締結、世界税関機構（WCO）

（一社）日本通関業連合会　会長
岡藤　正策

新年のご挨拶

2JCBA2.1



の御厨事務総局長との面談等を行って参りました。

とりわけ、御厨事務総局長との意見交換では、国際

機関のトップとして10年余の実績を踏まえた含蓄

ある、かつ非常に示唆に富んだお話を伺うことがで

きました。今後の活動に生かしていきたいと思って

います。また、ベルギーのブラッセルにあるWCO

本部では、日本から派遣された約10名の職員が働

いており、その方々と懇談する機会がありました。

日本人スタッフの士気は高く、多方面で活躍されて

いる姿に感銘を受けました。

　昨年10月22日、「即位礼正殿の儀」にご招待を受

け、業界代表として参列する栄誉に与りました。こ

れは、鈴木前会長並びに会員皆様方のご功績の賜物

であり、紙面を借りて感謝申し上げます。式典の模

様は、テレビでもライブで放映されましたのでご覧

になった方も多いかと思います。当日は朝から寒く、

また激しい雨が降っていたのですが、天皇・皇后さ

まが高御座・御帳台に姿を見せる直前に雨が上がり、

日が差す場面には、神秘さえも感じた次第です。

　年の初めに当たり、連合会の重点事項について二

点ほど述べたいと思います。

　第一は、通関関係業務の一層の電子化・デジタル

化への取組みです。

　皆さんご存じのとおり、昨年12月１日に貿易関

連書類電子保管業務がスタートいたしました。当該

業務は、NACCSセンター様の新規業務ではありま

すが、連合会としても利用促進の面で協力していく

こととしております。ご支援をよろしくお願いいた

します。

　また、連合会では、昨年から通関業務のデジタル

化、ペーパーレス化の促進並びに働き方改革の支援

事業として、「JCBAクラウド」の開発を行ってき

ています。同システムは、通関士や通関業務従事者

が日常業務として行っている品目分類・税番決定の

際の実行関税率表や参考図書を電子化し、クラウド

上で税番決定作業や過去の実績検索、あるいは申告

等の進行管理などがデジタル的に出来るというもの

です。また、カスタマイズも可能ですので、社内シ

ステムと連携して各種情報の共有化や在宅勤務の

ツールとして活用も可能と考えています。近日中に、

事業開始を予定しておりますので、多くの会員にご

利用いただければと思います。

　第二は、FTA／EPAの利用促進に向けた事業の強

化についてです。

　ご案内のとおり、一昨年12月にTPP11、昨年２

月に日EU・EPAが発効し、本年１月１日には日米

貿易協定が発効となりました。当該マルチ協定の発

効により、我が国のFTAカバー率は貿易総額の約

52％となり、経済への波及効果が期待されている

ところです。一方で、EPA特恵の利用状況は、余り

進んでいないと言われています。特定国によっては

関連する協定が多く、協定毎に原産地規則が異なる

など、複雑な構成となっていることも要因の一つと

思われます。連合会では、日本関税協会、日本貿易

関係手続簡易化協会（JASTPRO）及び駐日欧州委

員会代表部との共催により、「日EU・EPA発効１周

年記念セミナー」を、来る２月に、東京と大阪にて

開催する予定にしています。セミナー開催に先立ち、

昨年11月には欧州委員会Jean-Michel GRAVE担当

課長と面会し、セミナーへの講師派遣を直接お願い

して参りました。このようなセミナー等の開催を通

じて、通関業務のレベルアップ、EPA特恵の利用拡

大を支援して参りたいと思っています。

　以上、連合会の重点事項を申し述べましたが、「通

関業・通関士の社会的地位・認知度向上」や「通関

業会における女性活躍推進」についても、積極的に

取組んで参る所存でありますので、会員の皆様方に

は、引き続き、ご理解とご支援をよろしくお願いい

たします。

　最後に、本年が皆様にとりまして、輝かしい年と

なりますことを心からお祈り申し上げまして、年頭

のご挨拶といたします。
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　令和２年の年頭にあたり、謹んで新年のお祝いを

申し上げます。

　一般社団法人日本通関業連合会及び会員の皆様方

には、旧年中は関税政策・税関行政に多大なるご理

解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。本年が

皆様にとりましてより良い一年となりますよう、心

からお祈りいたします。

　新年のご挨拶にあたり、財務省関税局及び税関の

主な取組みについて申し上げます。

　昨年は、G20大阪サミットやラグビーワールド

カップ日本大会といった国際的なイベントが開催さ

れました。また、即位礼正殿の儀という歴史的な節

目も迎えたところです。事業者の皆様のご協力もあ

り、無事終えることができました。改めて、御礼申

し上げます。

　これらに対応するため、昨年１月には、テロ防止

等の観点を追加し、内容を拡充した「密輸防止に関

する覚書」について、貴連合会を含め貿易関係業界

等と再締結したことをはじめ、昨年は、テロ対策に

関し、関係者の皆様との連携強化を図ることができ

ました。

　本年も、東京2020オリンピック・パラリンピッ

ク競技大会の開催が控えており、財務省関税局及び

税関では、円滑かつ迅速な通関とともにテロ関連物

資等の水際取締りに、より一層高い意識をもって取

り組んでまいります。貴連合会及び会員の皆様方に

おかれましても、引き続き、ご協力をいただきます

よう、お願いいたします。

　また昨年は、一昨年に続き日本列島各地において

自然災害の大きな被害がありました。こうした自然

災害への備えとして、今後、BCPの重要性はます

ます高まっていくと考えられます。

関税局長
中江　元哉

新年のご挨拶
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　平成29年に導入した申告官署の自由化は、災害

時の業務継続にも資するものであったと評価をいた

だいているところであり、このような観点からも引

き続き積極的に活用について、ご検討していただけ

ればと考えています。

　申告官署の自由化は、制度導入後２年が経過しま

した。これまでのところ、皆様のご協力により大き

な問題もなく、円滑に運用されております。財務省

関税局・税関におきましては、制度の利用状況等を

注視しつつ、事業者の皆様にとって使い勝手の良い

制度となるよう、引き続き、業務運営の改善策につ

いて、検討してまいります。

　一方、国際的な動きとしましては、一昨年の

TPP11に続き、昨年２月には日EU・EPAといった

いわゆるメガEPAが発効しました。また、本年１月

１日には日米貿易協定が発効しております。

　さらに、RCEP交渉についても、昨年大きな進展

を得ることができ、関税の引き下げに加え、新しい

時代の経済ルールも含めた野心的な協定の早期妥結

に向けて努力を続けているところです。

　このような状況から、輸出入に関するルールは一

層複雑となっております。

　貴連合会におかれましては、日EU・EPAの利用

拡大及び日EU間の貿易円滑化を図るため、本年２

月、駐日欧州連合代表部等との共催において、日

EU・EPA発効１周年記念セミナーを開催されるも

のと承知しております。

　財務省関税局及び税関においても、関税制度や税

関行政等を所管する立場から、引き続き関係省庁と

連携しながら経済連携交渉を進めていくとともに、

貴連合会及び会員の皆様方への情報提供を含む支援

の強化・充実により、EPA等の利用促進に取り組ん

でまいります。

　財務省関税局及び税関の取組みを推進するにあ

たっては、貴連合会及び会員の皆様方のご協力が重

要となりますので、引き続きご支援、ご協力を賜り

ますようよろしくお願い申し上げます。

　最後に、貴連合会及び会員の皆様の益々のご発展

を祈念いたしまして、新年のご挨拶とさせていただ

きます。

5 JCBA2.1



（岡藤）本日は、お忙しい中、貴重なお時間をいた

だき感謝する。日本通関業連合会としては、様々

な取り組みを通じ、特に若い方々の意識向上を図

り、通関業という仕事により誇りを持てるように

していきたいと考えている。通関業という仕事は、

お客様とセキュリティに大きく関わる仕事でもあ

り極めて重要な役割を担っている。通関業・通関

士の社会的地位・認知度を向上させるために、対

外的にもアピールも強化していきたい。さらに、

通関業会における女性の活躍推進、機会均等と

いった面では、男女の区別なく働ける環境を醸成

していくことが重要だ。また、我が国が締結して

いるEPAが拡大する中、EPAに関するコンサルタ

ントとしての意識・知識の向上といった面も大切

であり、通関士の専門性の向上を通じた人材育成

に努める必要もある。そのためには研修が大切だ

と考えており、通関業会のより一層の質的向上に

繋げていきたい。国際化については、WCOの動

きにも学び、通関業会が今後どのような方向性を

持って活動していけば良いのかといった面も含め

てヒントをいただき、フィードバックしていきた

いと考えている。

（御厨）税関の仕事は、業務知識はもとより、プロ

意識（Customs Professionalism）とインテグ

リティ（Integrity：高潔・誠実・公正・法令遵守・

倫理等の要素を含む資質）も重要である。また、

税関の仕事は、ビジネスパートナーや通関業者と

の協力が不可欠であり、「各国・地域の税関間の

協力」、「税関と民間の協力」、「税関と他機関の協

力」の全てが重要である。こうした税関業務の特

殊性を背景としてWCOは「グローバルスタン

ダードの策定」、「税関協力の推進」、「キャパシ

ティ・ビルディングⅰ」（以下「キャパビル」という。）

を三本柱として活動している。税関手続きのグロー

バルスタンダードとして、WCOでは改正京都規

約（税関手続の簡易化及び調和に関する国際規

約）ⅱをとりまとめているが、その中の各スタンダー

ド（国際標準）をいかに実施していくのか、世界

中から情報を集めベストプラクティスを各国に提

示することも、近年は積極的に取り組んでいる。

　　最近では、ペーパーレストレードⅲをどのよう

に位置づけるのか、その動きにどう対応するかも

大きな課題である。また、途上国では税関の徴税

業務の重要性が強調されるが、徴税のみならず貿

岡藤会長とWCO御厨事務総局長との面談

　日本通関業連合会岡藤会長は、ベルギーのブリュッセルを訪れ、WCO（世界税関機構）御厨事務

総局長と面談しました。

　面談は１時間以上に及び、通関業会にとって非常に貴重な示唆に富んだお話をいただきましたので、

その概要をお知らせいたします。

岡藤会長とWCO御厨事務総局長との面談内容（概要）
11月12日（火）
10時00分〜11時05分

日時 World Customs organization ４F
事務総局長室場所
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易円滑化を通じた経済的発展への貢献、またテロ

対策や知財を含めた国境取締りにどう対応してい

くかも重要な課題である。

　　貿易円滑化を推進するためには、税関とともに

通関業者が質を高めていくことも必要である。通

関業については、昨年、新しいガイドラインⅳを

作成しており、「試験の実施」、「研修の実施」、「団

体の設立」等がその柱になっている。全体的には

Self-regulatory（自主規制）の団体に対して税関

が協力するという方向性を内容としているが、こ

れは実は日本がモデルとなっている。アジア諸国

は日本の方を見る傾向にあるので比較的モデルが

作りやすいが、地域によっては全く状況が異なる。

　　例えば、ラテンアメリカでは通関業者は非常に

立場が強く貿易上の権益を独占している。通関業

者のボス的な存在が税関長になるといったことも

あり、極端な表現をすれば、通関業者が税関を使

うというような状況になっているところもある。

こうした影響からか、通関業に競争がなく、経済

的には貿易上の脆弱さに繋がっている面もあると

考えられる。改正京都規約は彼らにとって革新的

な内容になるので、ラテンアメリカでは、同規約

受諾のため国内法を変えなければならないなどの

多くの課題があり困難に直面している。一方、ア

フリカは対極にあり、通関業者はライセンスを

持っておらず誰でも通関業が行えることから、こ

れを改革する方向に進んでいる。ケニアで行った

支援においては、通関業連合会の協力をいただい

たこともある。アフリカではケニアのモンバサも

含め港湾や道路等のハードインフラの問題がある

が、それと同時に税関や通関業等のソフトインフ

ラも大きな課題であり双方を改善することが必要

である。アフリカ大陸自由貿易圏設立協定ⅴが本

年５月に発効したが、アフリカ連合でも各国境に

おける国際物流に係るソフトインフラの向上は重

要事項と位置付られており、WCOにも協力が求

められている。この一環でWCOも毎年開催され

るアフリカ連合関税局長会議に参画、Cross-

Border Movement（国境を越えた移動）をどの

ようにマネジメントし各種改善を行うか等議論し

ている。

　　マルチラテラルなWTO体制が揺らぐ中、世界

各国が地域や二国間の自由貿易協定交渉に向かっ

ており原産地規則が一層複雑となっている。EPA

が拡大する中でEPAによる果実を実際に享受する

ため、この分野におけるコンサルティングは重要

である。韓国では税関が通関業会と協力し非常に

強力な体制で原産地規則のいわゆるコンサルティ

ング分野を強化していると聞いている。

　　HSの分野では、2022年の改正を見据え、技術

の進展に伴う新たな物品をどう分類するかが課題

である。また、例えば、プラスチックごみといっ

た環境保護に関わる物品の輸出管理に資するため

それらを新たにHS上で分類細分して欲しいとか、

セキュリティの観点から爆発物の製造に用いられ

得る物資の前駆体を新たに分類して欲しいといっ

た要望を受けている。イランやイラクなどは文化

財保護や適正な国際管理を目的として新たな分類

構築をして欲しいと要望してきている。税関の業

務の遂行にあたり、申告上HSは非常に頼りになる

ツールであり、こうした新たな社会のニーズに、

HSでどうやって対応していくか考える必要がある。

　　研修関係ではe-learningを各国税関研修用に作

成してきているが、これを通関業者や研究者等、

税関以外にも拡大するため、「WCOアカデミー」

というオンライン・プラットフォームを開設し

e-learningを提供しているⅵ。通関業会としては、

これら既存の研修資料を日本語にして、どう通関

業者のレベル向上に活用していくかということが

考えられるかもしれない。

　　また、技術の活用も大きな課題である。WCOで

はディスラプティブ・テクノロジー（Disruptive 

Technology： 破 壊 的 技 術）、AI（Artificial 

Intelligence：人工知能）、ブロックチェーンと
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いったテクノロジーをどのように税関業務の向上

に活用できるかについても研究・議論を行ってい

る。テクノロジーを使ったデータの活用において

はクオリティデータ（品質が担保されたデータ）

を如何にタイムリーに税関が受領可能な仕組みを

構築していくかが重要である。また、各国におけ

るシングルウィンドウの導入に係る支援も重要で

あり、WCOにおいてはこの分野のコンペンディ

アム等を作成している。WCOがとりまとめた

データモデルも国際的に効率的な情報交換に資す

ると考えている。ブロックチェーンに関しては、

まずは民間の参加者の中での信頼構築が行われ、

さらに如何なる情報を交換できるか議論していく

ことが必要である。そして民間と税関との間での

信頼が構築され、税関がセレクティブ（選択して）

に情報を受領する体制を構築していくことが重要

になってくる。民間からするとコストがかかる上

に、データ・セキュリティも課題となるので今少

し時間が必要かと考えている。他方、まだ実験段

階ではあるものの、税関間でブロックチェーンの

トライアルを実施するところも出てきている。ど

のシステムを使うのか、ブロックチェーン同士を

どう繋ぐのか、個別の小さなブロックチェーンの

いずれがメジャーなものとなっていくのかなどを

見極めていく必要がある。

　　ｅコマース（電子商取引）に関しては、Advanced 

Data（事前情報）を早い段階で税関に提供する

よう基準の枠組み（Framework of Standard）

で定めている。POST（郵便）やExpress Courier

（急送貨物業者）についても情報の活用が重要で、

UPU（Universal Postal Union：万国郵便連合）

とWCOとの間では、郵便に係る事前電子データ

の情報交換を推進していくこととなったが、各国

の郵便当局にITがなければこれは実現できない。

　　米国における社会的課題の１つであるオピオイ

ドの乱用問題については、多くの犠牲者も出てお

り深刻な問題となっているが、オピオイドの多く

は中国から郵便を利用して米国に入っているとさ

れている。米国は税よりも社会悪物品対応が中心

的課題であり、如何に取締対策上必要なデータを

入手していくのかといった点に関心が高い。

WCOとしては、入手した情報をどう分析するか

といったData Analysis（データ分析）にも重点

を置いた活動を行っている。

　　なお、米国と郵便という文脈では、UPUが定

める国際郵便の規則上、郵便事業者が郵便物の重

さや量に応じ、相手国の事業者に支払う「到着料」

（国際郵送料金の各国分配の制度）が、中国を含
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む途上国に有利に設定されており、米国事業者が

損害を受けているとしてUPUから離脱する意向

も示していたが、米国は各国との間で受入れ料金

を設定できるという独自ルールを認めさせた上

で、何とかUPUに留まることとなった。

　　途上国は商業犯則、ほ脱に関心が高く、その分

野でのキャパビルに関心が高い。また、パフォー

マンスの測定も同様だ。リスクパターンの分析に

資するオープンデータソースやソフトウェアが数

多く生まれている中、データ分析のキャパビル

ニーズもでてきており、如何にデータをクリーン

にして活用可能なものとするか、その後、どう活

用していくかといった点は課題である。

（岡藤）キャパビルは、連合会として役立てること

ができるのではないか。これまでに、ミャンマー

でセミナーを３回実施した。モンゴルでもMOU

締結に合わせ、セミナーを実施した。経験と知識

を活用してサポートしたい。

（御厨）基本はプロフェッショナルとして仕事をす

るということ。TICADにおけるABEイニシアティ

ブⅶはまさに人材育成だ。トレーニング実施の度

に専門家を派遣するというのではきりがない。

WCOでは、東アフリカ共同体において、自国で

のより安定的な研修能力の構築のため、マスター

トレーナープログラムという各国で教官として活

躍できる職員を養成する「教官養成プログラム」

をJICAと連携して実施してきた。そこで養成さ

れた教官達は同プログラムにおいて自らが作成し

た地域共通の教材を活用し、税関のみならず通関

業者も対象とした研修を実施しており効果を上げ

ている。本取組は受益国のみならずJICAからも

高く評価され、東部から南部と西部にも同様の取

組みを拡げてきた。

　　東アフリカ共同体の各国は共通の関税法を適用

している。こうした法体系の中、通関業について

は、地域法から自主規制に関する国内法への落と

し込み作業が現在進められており、通関業者の団

体の設立、研修制度の創立、マスタートレーナー

の育成といった様々な取り組みのシナジーを図る

ことを通じて、貿易円滑化が推進されている。東

部アフリカで育成された教官は南部や西部にも派

遣され活動してきており、このようなアフリカ内

で身近な成功体験を共有し拡大することによっ

て、アフリカ全体のキャパビルを推進していきた

いと考えており、通関業者にも同様の取組みがで

きれば良いと考えている。例えば、こうした地域

に駐在する日系フォワーダー（通関業者）の日本

人の方に、当該地域の通関業者支援のための技術

協力に参加してもらい、日本の経験を共有すると

いったアイディアも考えられる。

　　モンゴルに対するAEOに関するセミナーの実

施などは、非常に良い取組みだと思う。実施の段

階での日本の経験が生きると思う。こうした取組

みは、途上国の民間事業者を日本へ招聘するよう

なODA事業において、日本における講師を通関

業の皆様にお願いするなど、将来のオプションの

後押しになるかもしれない。また、途上国の職員

に対するインターンシップ（日本の民間事業者で

の受入れ）の取組みを拡げることも一案かもしれ

ない。さらに、WCOと財務省が政策研究大学院

大学（GRIPS）と青山学院大学と協力して実施

している留学生プログラムの講義に参加してもら

い、通関業者の資質向上や制度設計に関し意見交

換することも日本の通関業者の方にキャパビルで

協力頂く選択肢の１つではないかと考える。

（岡藤）輸出入申告官署の自由化は、通関業会への

大きなインパクトとなった。昨年の大阪港におけ

る台風による甚大な被害の際には早速BCP的側

面からの効果もあった。今後は、キャパビルにつ

いて官民一体となった取組みを志向していきた

い。こうした取組みは通関業会の地位向上にも繋
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がると考える。今はターニングポイントであり、

通関業会の流れも変わってきている。時代に見

合った取組みを進めていきたい。

 

ⅰ 集団・組織・社会がある目標を達成するために必要な
能力を構築・向上させること。

ⅱ 各国の税関手続の簡易化・調和を進めることにより、
貿易コスト削減、通関手続の予見性向上、ひいては国
際貿易の円滑な発展を図ることを目的とした条約であ
り、1973年に京都でのWCO総会で採択された京都規
約が更新、改正され、2006年２月に発効した。2019
年５月現在の締約国等は118カ国・地域。

ⅲ 通関関係書類を電子化して相互に通信することにより、
物流全体に係る時間短縮、迅速通関、紙や印刷に係る
コスト削減、環境への貢献が期待される。

ⅳ http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/
global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-
tools/tools/customs-brokers/customs-brokers-
guidelines.pdf?db=web

ⅴ ア フ リ カ 大 陸 全 域 に わ た る 自 由 貿 易 圏（African 
Continental Free Trade Area：AfCFTA）を設定す
るための協定。物品・サービスの単一市場創設、資本
と自然人の移動への貢献等を目標としている。22か国

が批准書を寄託した後30日で効力を生ずる。
ⅵ http://www.wcoomd.org/en/topics/capacity-

building/instrument-and-tools/wco-academy.aspx
ⅶ 2013年６月、我が国は第５回アフリカ開発会議（TICAD 

V）において、安倍総理が５年間で1000人のアフリカ
の若者に対し、日本の大学や大学院での教育に加え、
日本企業でのインターンシップの機会を提供するとい
う、「アフリカの若者のための産業人材育成イニシア
ティブ（ABEイニシアティブ）」を表明。さらに、
2016年に開催された第６回アフリカ開発会議（TICAD 
VI）において、ABEイニシアティブを今後３年間継続
することを表明。JICAでは、ABEイニシアティブの主
要な取り組みとして、「修士課程およびインターンシッ
プ」プログラムを開始。このプログラムでは、アフリ
カ諸国にて産業開発を担う優秀な若手人材を外国人留
学生として日本へ受入れ、本邦大学における、原則と
して英語による修士課程教育と、企業への見学および
インターンシップ実習を実施中。
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　2019年11月12日（火）、バルセロナ港湾局が主催

する貿易ミッションの一環として「通関テクニカル

セミナー」がスペイン大使館において開催され、ゲ

ストスピーカーとして日本通関業連合会岡藤会長の

代理として、東京通関業会三谷副会長が「日本通関

業連合会の概要」（講演資料は日本通関業連合会ホー

ムページに掲載予定）と題して講演を行いました。

　当該貿易ミッションは、日EU経済連携協定が発

効したことを契機として、日本とスペイン・カタルー

ニャ州の政府機関、企業、貿易関係者等の交流を深

めると同時に、双方の貿易促進や連携を図ること等

を目的として企画されたもので、スペイン側から駐

日スペイン大使、バルセロナ港湾局総裁、カタルー

ニャ州国土交通省長官、バルセロナ税関業務部長及

びバルセロナ通関士部会会長他が、日本側から国土

交通省代表者、東京港湾局長及び東京税関塚田業務

部長他が参加し、挨拶並びに講演等が行われました。

　当日は、三谷副会長の講演に対して多数の質問が

寄せられ、予定時間を40分も超過するなど、スペ

インから来日した関係者等の我が国通関業会に対す

る関心の高さを物語るとともに、参加した政府機関

関係者、輸出入事業者、港湾関係事業者等との交流

を通じ、通関業会のプレゼンス向上に繋がる貴重な

機会となりました。

　ご講演いただいた三谷副会長（（株）日立物流バン

テックフォワーディング）には、この紙面をお借り

してあらためて深く感謝申し上げます。

東京通関業会三谷副会長

「通関テクニカルセミナー」
において講演

左から　①バルセロナ税関業務部長　ホセ・カルロス・ラゴステラ
氏　②ATEIA-OLTRA　フレイト・フォワーダズ＆ロジスティック
オペレータ協会会長　エミリオ・サンズ氏　③東京通関業会　三谷
副会長　④バルセロナ通関士部会会長　アントニオ・ヨベット氏

プレゼンテーションを行う三谷副会長（左）

三谷副会長によるプレゼンテーション画面 講演者全員での記念撮影（右から３人目が三谷副会長）
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　2019年11月26日から30日までの間、モンゴル

通関業会のバトツェツェグ会長及びタツラル事務局

長が来日し、多忙なスケジュールの中、日本通関業

連合会岡藤会長（株式会社阪急阪神エクスプレス）

を表敬訪問するとともに、株式会社阪急阪神エクス

プレスにおけるAEO制度への取組状況等について

説明を受けた。

　とりわけ、我が国におけるAEO制度についての

関心が非常に高く、予定の時間を１時間近くも超え

て、熱心にかつ鋭い質問をされていたことが印象的

であった。

　モンゴル通関業会と日本通関業連合会との間で

は、昨年８月７日、モンゴル国ウランバートル市に

おいて、さらなる連携強化を図ることを目的として

「協力枠組みに関する覚書（MOU）」を締結しており、

情報交換、教育・研修に関する講師の相互派遣、国

際会議での協力等の相互協力を図ることとしている。

　今回の来日に当たっては、MOU締結に合わせて

モンゴルを訪問した東京通関業会の有志の方々が中

心となって受入れをされたが、旧交を温める絶好の

機会となると同時に、相互の信頼関係がより一層深

まったものと思われる。

　ご尽力いただいた東京通関業会の曽根会長をはじ

めとする同会の皆様とご協力をいただいた株式会社

阪急阪神エクスプレスの皆様に対しまして、この紙

面をお借りして深く御礼申し上げます。

モンゴル通関業会のバトツェツェグ会長及び
タツラル事務局長が来日

株式会社阪急阪神エクスプレスにて
講師を務めていただいた経営管理本部品質管理部AEO課三澤主事
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株式会社阪急阪神エクスプレスにて
モンゴル通関業会バトツェツェグ会長（中央）、岡藤会長（右から３番目）、タツラル事務局長（右から２番目）

意見交換会において
バトツェツェグ会長とタツラル事務局長はどちらにいるかおわかりになりますか？

13 JCBA2.1



　各地区通関士部会の皆様には、常日頃から当連合

会の事業並びに業務運営にご理解とご協力をいただ

き、厚く御礼を申し上げます。

　連合会の通関士部会は、通関業務や通関手続きの

実務上の調査研究等を行うことを目的として設置さ

れたものです。具体的には、通関業を取り巻く貿易

取引の変化や国際物流の進歩に対応して、業務の改

善、あるいは制度の見直しなどを検討することとし

ているものです。

　鈴木前連合会会長が常々申し上げておりました

が、通関業務の重要性や困難性に比べ、その社会的

な評価並びに地位は低いのではないか、もっと広く

国民に業務の重要性などを説明し、理解してもらう

ということで、広報活動に強化してきているところ

です。しかしながら、通関業務を担当している現場

の通関士、一人ひとりが幅広い知識を身につけ、お

今野専務理事挨拶

通関士部会・事務局合同会議の開催
令和元年度

　（一社）日本通関業連合会は、11月11日（月）午後から12日（火）午前にかけ都内のホテルメルパ

ルク東京に於いて「通関士部会・事務局合同会議」を開催しました。

　会議には、日本通関業連合会通関士部会委員及び各通関業会の専務理事、事務局長等34名が参加し、

活発な討議が行われました。

　11日には、１．申告官署の自由化に伴う対象範囲の拡大について、２．MSX業務の諸問題について、

３．カルネ申告について討議が行われました。また、輸出入・港湾関連情報処理センター（株）鈴木シ

ステム企画部長から「2020年のプログラム要望」について説明をいただきました。

　翌日12日には、４．在宅勤務についての取組状況、５．その他として関税等の立替問題について討

議を行い、最後に連合会が取組中の「JCBAクラウド」についてNTTデータから説明がありました。

　会議の開催にあたり、岡藤会長が海外出張中のため、今野専務理事の挨拶がありました。
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客様から評価され、信頼を獲得すること最も重要で

あり、１丁目１番地ではないかと考えています。

　連合会では、去る10月下旬から、東京地区を皮

切りに「通関士専門研修」を実施しています。先週、

大阪地区で実施し、今月下旬には門司地区で実施す

る予定となっています。このような研修を通じて、

通関士としての専門性の向上に支援しているところ

ですが、連合会の研修事業について、ご意見等があ

ればどしどし寄せていただき、より良いものにして

いきたいと思いますので、引き続きご支援をお願い

します。

　昨年末以降、TPP11や日EU・EPAといったマル

チのEPA協定が発効し、さらに日米貿易協定が最終

合意に至りました。当該EPA協定の拡大により、貿

易の拡大、経済の成長が期待されているところです

が、一方で、原産地規則は益々複雑化してきていま

す。このような業務の複雑化、困難化が急速に進ん

できている状況の中で、適正な輸出入申告に尽力さ

れている通関士の皆様には、心より敬意を表したい

と思います。

　一方、EPA特恵の利用はなかなか増えていないと

いった声も良く聞きますし、報道等でも指摘されて

います。

　連合会では、日本貿易関係手続簡易化協会・

JASTPRO及び日本関税協会と連携して、年明けの

２月に「日EU・EPA発効１周年記念セミナー」を

開催する予定としています。セミナーには、欧州委

員会から原産地規則の担当者が来日し講演を行うほ

か、関税局・税関の専門家にも講演をお願いし、質

疑応答の時間もたっぷり準備する予定です。是非多

くの皆さんの参加を期待しています。

　また、連合会では、通関業者の働き方改革支援事

業として、通関業務のデジタル化を検討していると

ころです。NACCSセンターが開発した貿易関連書

類の電子保管に関する説明会の際に、簡単に説明さ

せていただいておりますが、「JCBAクラウド」と

いうものです。このシステムは、通関士や通関業従

事者が日常業務として行っている輸出入申告の際の

税番決定の作業をデジタル化し、申告業務の進行管

理や各種情報をデータベース化し、業務に活用して

もらうというものです。既に、社内システムである

程度システム化は進んでいるところも多いかと思い

ますが、連合会のクラウドと社内システムの連携な

ども可能ですので、是非前向きにご検討をお願いし

たいと思っています。JCBAクラウドについては、

明日の最後にNTTデータの担当からご説明する予

定にしています。

　以上、連合会の営業的な話になってしまいました
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が、最後に、各地区通関業会の益々のご発展並びに

本日ご出席の皆様のご健勝・ご多幸を祈念して、冒

頭の挨拶とさせていただきます。

議事の概要
【議題１】�申告官署の自由化に伴う対象の拡大につ

いて

（１）自由化申告の拡大について

（２）�申告官署と蔵置官署の双方の区切りの廃止に

ついて

（３）検査の横持先の選択制について

（４）手続の不統一について

【議題２】MSX業務について

（１）�NACCSで特恵コードの入力ミスがあった場

合の訂正について

（２）�MSXで提出した原産地証明書の保管期限に

ついて

（３）�MSXで提出する書類への社印の押印省略に

ついて

【議題３】カルネ申告について

（１）税番の付記を求められることについて

（２）�システム処理をすることによる自由化への対

応について

（３）カルネ担当部門の設置について

【議題４】在宅勤務に関する取組について

（１）通関業法上の営業所の見直しについて

（２）ガイドラインの作成について

（３）在宅勤務の課題と展望について

【議題５】その他

（１）関税消費税の立替問題について

（２）�AEO輸入者、AEO通関業者を介して輸入する

者の消費税を課税対象外とすることについて

（３）�貿易関連情報のデジタル化の推進への参画に

ついて
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　岡藤会長は、去る10月22日皇居で執り行われました「即位礼正殿の儀」に通関業会を代表して参列されました。

　当日は、雨模様の中10時半に財務省集合、11時ころバスにて皇居参入し豊明殿において13時からの「即

位礼正殿の儀」に参列されました。

　また、10月31日に行われました「響宴の儀」にもご案内をいただき参列しました

岡藤会長

「即位礼正殿の儀」 に参列

カメラの持込はできないため、YouTube（テレ東NEWS）からの写真です。

▼皇居参入の際の写真です。
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　東京通関業会では、恒例となった令和元度秋季の

「麻薬撲滅キャンペーン」を以下のとおり実施しました。

　このキャンペーンは、平成16年３月の全国の通

関業会の会長（理事長）会議の決定及び（一社）日

本通関業連合会の活動方針を受けて、税関の「銃器

及び薬物取締強化期間」に合わせ、毎年２回（春・

秋）実施しております。

　10月８日の新橋駅前を皮切りに、10月31日まで

管内７か所の地区で実施いたしましたが、いずれの

地区においても、通勤客及び海外への出国者が多い

時間帯に実施したことから、用意したキャンペーン・

グッズも短時間で配布を完了し、社会の密輸防止等

に対する意識の高揚に寄与するなど、手応えのある

有意義な街頭キャンペーンとなりました。

１．本関地区

（１）日　　時　�令和元年10月８日（火）�

08：15～08：25

（２）場　　所　JR新橋駅口

（３）参 加 者　�日本通関業連合会３名、東京通関

業会（曽根会長、三谷福会長・通

関士部会長ほか通関士部会役員）

６名、東京税関職員５名

� 合計14名

（４）実施状況

　東京通関業会は、東京税関及び日本通関業連合会

と共同で新橋駅日比谷口において、「密輸撲滅キャ

ンペーン」を実施しました。

　10月８日は、「通関業の日」でもあり、新たな試

みとして新橋駅で通勤客が増える08：15からの

キャンペーンを実施しました。

　キャンペーン実施場所が狭いため、東京通関業会

は曽根好貞会長他５名、東京税関は石田直樹監視部

長他４名、日本通関業連合会３名の合計14名での

実施となりました。

　新橋駅での「密輸撲滅キャンペーン」は、15年

ぶりということで、通勤客の反応が心配されたが、

わずか10分で400セットすべて配布し終わりました。

　なお、キャンペーンの実施状況については、「デ

イリーカーゴ」、「物流ニッポン」で写真とともに紹

介されました。

　（カスタム君は、メンテンナス中のため参加見送

りとなりました。）

東京通関業会

密輸撲滅キャンペーン
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２．成田地区

（１）日　　時　�令和元年10月16日（水）�

08：15～09：05

（２）場　　所　�成田国際空港第２旅客ターミナル

地下１階　改札出口前コンコース�

（３）参 加 者　�東京通関業会成田支部（支部長、

通協幹事、女性連絡会）16名

　　　　　　　　�成田税関支署・成田航空貨物出張

所15名（カスタム君含む）

� 合計31名

（４）実施状況

　成田地区においては、成田空港第２旅客ターミナ

ル地下１階　空港第２ビル駅改札出口前コンコース

において、成田税関支署及び成田航空貨物出張所と

合同で、キャンペーンを実施しました。税関から神

例成田税関支署長、須藤成田航空貨物出張所長をは

じめ制服職員及び「カスタム君」、成田支部からは

木下支部長、成田通関協議会役員並びに女性連絡会

メンバーが参加し、空港駅を利用する旅行客や通勤

客らにキャンペーングッズと税関提供のリーフレッ

トを配布して、密輸撲滅と情報提供の協力を呼びか

けました。用意したグッズ2,000セットは、50分

ほどで配布終了しました。

　当日は、ケーブルTV、新聞社がキャンペーン風

景を取材しました。
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３．東航地区

（１）日　　時　�令和元年10月16日（水）�

08：00～08：20

（２）場　　所　JR京葉線二俣新町駅前

（３）参 加 者　�東航通関協議会役員及び会員：

21名

　　　　　　　　�東京税関東京航空貨物出張所長以

下：５名� 合計26名

（４）実施状況

　東航地区においては、JR京葉線二俣新町駅前に

おいて、東京航空貨物出張所から佐藤所長をはじめ

とする制服職員及びカスタム君、東航通関協議会役

員及び会員が参加してキャンペーンを実施しまし

た。キャンペーングッズ400セットを駅の乗降客に

手渡しして、密輸撲滅の呼びかけを行いました

４．本関地区

（１）日　　時　�令和元年10月17日（木）�

08：15～08：30

（２）場　　所　JR品川駅港南口

（３）参 加 者　�東京通関業会（通関士部会役員、

大井通関協議会、本関通関協議会

会員ほか）29名、東京税関職員

11名� 合計40名

　（４）実施状況

　本関地区においては、新橋の他、恒例となってい

るJR品川駅・港南口において、東京税関の協力の

もと、通関士部会役員が中心となってキャンペーン

を実施しました。

　当日は、空模様も心配されましたが、朝から晴れ渡

る快晴にも恵まれ、と東京通関業会曽根会長並びに

東京税関監視部布施次長によるキャンペーンスター

トの挨拶を受け、腕章とタスキをかけた各参加者が

キャンペーン・グッズを携えて街頭活動を行いました。

　今回も東京税関の制服職員に加えて人気の高いカ

スタム君、東京通関業会・通関士支部会等の各役員、

大井通関協議会の役員並びに女性連絡会メンバーな

ど、多数の会員が参加し、通勤客等に密輸撲滅・情

報提供への理解と協力を呼び掛けました。

　用意したキャンペーン・グッズの2,100セットは、

僅か15分で配布が完了するなど、盛大で手応えを

感じるキャンペーンとなりました。

　なお、キャンペーンの実施状況については、カー

ゴニュースに写真とともに紹介されました。
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５．前橋地区

（１）日　　時　�令和元年10月23日（水）�

08：00～08：30

�（２）場　　所　�JR高﨑駅西口・東口　ペレスト

リアンデッキ広場

�（３）参 加 者　�前橋通関協議会役員及び会員・保

税会役員及び会員：10名

　　　　　　　　東京税関前橋出張所長以下：３名

� 合計13名

（４）実施状況

　前橋地区においては、秋晴れの中群馬県で最多の

乗降客であるJR高﨑駅〈西口・東口〉ペレストリ

アンデッキ広場において、前橋通関協議会会員のほ

か、前橋地区保税会及び東京税関前橋出張所の税関

の方々のご協力を頂き、キャンペーを実施しました。

　当日は、参加者全員が腕章と「密輸撲滅キャンペー

ン」のたすきをかけ、密輸撲滅を市民に呼びかけ、

通関業会が用意したキャンペーングッズ400セットと

税関が用意したチラシは、30分ほどで配り終えました。

21 JCBA2.1



６．羽田地区

（１）日　　時　�令和元年10月23日（水）�

08：00～08：20

（２）場　　所　�羽田空港国際線旅客ターミナル�

３階

（３）参 加 者　�東京通関業会羽田支部（羽田通関

協議会会員）14名

　　　　　　　　羽田税関支署職員12名

� 合計26名

（４）実施状況

　羽田地区においては、国際線旅客ターミナル３階

出発ロビー、東京モノレール改札口、京浜急行３階

連絡口において、羽田通関協議会幹事、東京税関羽

田税関支署職員、カスタム君の応援と協力を頂き、

朝早い時間ではあるものの、密輸撲滅キャンペーン

のメインとなる出発ロビーは早くも旅客でごった返

していました。

　用意していた1,000個のキャンペーン・グッズは、

想定時間の半分強（約40分）で配り終わりました。

７．新潟地区

（１）日　　時　�令和元年10月31日（木）�

07：50～08：05

（２）場　　所　JR新潟駅万代口前

（３）参 加 者　�新潟通関協議会・通関士部会役員、

会員５名

　　　　　　　　新潟税関支署幹部職員７名

� 合計12名
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（４）実施状況

　新潟地区において、恒例となりました「密輸撲滅

キャンペーン」です。

　JR新潟駅万代口前において、新潟税関支署より

岩立支署長をはじめとする制服職員の方々、新潟通

関協議会役員並びに通関士部会役員ほか多数の会員

がキャンペーンに参加しました。

　当日は快晴の青空の下で開始し、通関業会のタス

キと腕章をつけた役員及び会員が、朝の通勤・通学

客等にキャンペーングッズを手渡し、密輸撲滅等へ

の協力要請を行ないました。開始から約15分程度

でキャンペーングッズ500セットを配布終了し、市

民の関心の高さが窺えました。

１．横浜地区

（１）�日　　時　�令和元年10月16日（水）��

08：00～09：00

（２）場　　所　JR桜木町駅前及びJR関内駅前

（３）参 加 者　�横浜通関業会会長、通関士部会長・

副部会長ほか委員�18名、事務局�

３名、監視部次長ほか税関職員

10名� 合計35名

（４）実施状況　

　横浜通関業会では横浜税関と合同の「密輸撲滅

キャンペーン」を令和元年10月16日（水）に、「JR

桜木町駅前」と「JR関内駅前」の二ヶ所において

実施しました。

　今回のキャンペーンには、横浜税関の野中業務部

次長はじめ８名の職員の方々がご参加くださいまし

た。業会側からは、辻会長、須之内通関士部会長、

德橋通関士副部会長を筆頭に通関士部会委員の皆様

横浜通関業会
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及び事務局等の総勢15名が参加し、共に駅前広場

に立って密輸撲滅を市民の皆さんに呼び掛けました。

　当日は、早朝から小雨が降っていたこともあり、

空模様を気にしながらの生憎な天候の中、税関の皆

さんは制服姿で、会長、部会長はじめ委員の皆さん

は背広姿等で駅前広場に立ってのキャンペーンとな

りました。桜木町駅では、税関のキャラクター「カ

スタム君」にも出動していただき、女性や子供連れ

の家族、中には外国人旅行者と思われるグループが

「カスタム君」と一緒に記念撮影するなど人気を集

めました。また、行き交う人の中には、横浜港での

麻薬などの密輸摘発報道内容等について質問をされ

る方もおり、密輸撲滅への理解を深めて頂けたもの

と思います。

　このキャンペーンも次第に市民の皆さんに浸透

し、キャンペーングッズを快く受け取って下さる方

が増えたように思います。

　通関士部会の委員の皆さんはキャンペーングッズ

の配布も手際よく、約30分で3,000個の配布を終

了しました。

キャンペーングッズを手渡す辻会長 キャンペーン活動中の士部会委員

活動中の士部会委員長 キャンペーングッズを手渡す士部会委員

横浜・桜木町駅キャンペーンメンバー 横浜・関内駅キャンペーンメンバー
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２．千葉地区

（１）日　　時　�令和元年10月29日（火）��

08：00～09：00

（２）場　　所　千葉駅東口ロータリー広場

（３）参 加 者　�横浜通関業会千葉分会４名、通関

士部会委員３名、事務局１名、千

葉税関支署職員４名� 合計12名

（４）実施状況

　当業会では、令和元年10月29日（火）、横浜税

関千葉税関支署と合同の千葉地区密輸撲滅キャン

ペーンを実施しました。

　キャンペーンの参加者は、千葉分会から榎本分会

長はじめ４名が、千葉税関支署から、制服姿の谷川

総務課長補佐はじめ職員４名が参加してくださいま

した。横浜からは、通関士部会の佐々木副委員長は

じめ３名の委員の方、そして事務局から１名が参加

し、総勢12名の皆さんで、キャンペーングッズを

配布し、市民の皆さんに密輸撲滅を呼びかけました。

　キャンペーン当日は、前日に比べ気温が大きく下

がるとともに朝から小雨の降る生憎の天候となって

しましました。

　千葉駅東口は、JRとモノレールの乗降客に加え

て、ロータリーにはずらりとバス停が並び、長蛇の

列ができるほど大勢の人が行き交う状況で、1,000

個のキャンペーングッズは、約20分程度で配布終

了となり大成功でした。

　本年10月における密輸撲滅キャンペーン実施地

区及び実施内容は次のとおりです。

１．新居浜地区

（１）日　　時　�令和元年10月５日（土）�

11：00～11：30

（２）場　　所　イオン新居浜店　入口

（３）参 加 者　�神戸通関業会２名、関係取締機関�

９名（税関３名・警察署３名・海

上保安部３名）� 合計11名

（４）�実施状況

　当日は天候に恵まれ、秋晴れの下でキャンペーン

を実地しました。

　キャンペーンの開始前には、遠巻きに怪訝そうに

様子を伺っていた買い物客も、実際に近くで「カス

タムちゃん」等の親しみやすいマスコットに接する

と思わず笑みがこぼれていました。

　また、これはどういったキャラクターなのか、ど

ういった趣旨のキャンペーンなのか尋ねられる方も

多数いらっしゃり、参加した各取締機関の活動を

知っていただけるよい機会になりました。

神戸通関業会

キャンペーン活動をする榎本千葉分会長と千葉税関支署職員 千葉地区キャンペーンメンバー
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２．神戸地区

（１）�日　　時　�令和元年10月９日（水）�

11：00～11：30

（２）�場　　所　三宮地下オーパ前広場

（３）参 加 者　�神戸通関業会３名、関係取締機関

等20名（神戸税関８名、兵庫県警

５名、神戸海上保安部３名、兵庫

県薬務課２名、神戸市保健所２名）

� 合計23名

（４）�実施状況

　神戸市中央区三宮地下街�旧オーパ前で、密輸撲

滅キャンペーンを実施しました。

　各機関のマスコットキャクラー４体が参加し、チ

ラシとキャンペーングッズ400個を配布しながら、

テロ関連物資、銃砲や不正薬物及び金地金の密輸撲

滅と情報提供への協力を呼びかけました。

　当日はプレス３社（NHK、読売、神戸新聞社）

からの取材があり、その模様は夕方のNHKニュー

スで放映されたほか、翌日の読売新聞と神戸新聞に

も掲載されました。
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３．今治地区

（１）日　　時　�令和元年10月10日（木）�

14：00～15：00

（２）場　　所　�イオンモール今治新都市（今治市

にぎわい広場）

（３）参 加 者　�今治地区通関士部会（２社）６名、

神戸通関士部会（２社）３名、関

係取締機関等13名（今治税関支

署４名、今治海上保安部４名、今

治警察署５名）� 合計22名

（４）実施状況

　税関をはじめ取締関係機関と連携し、リーフレッ

トを配布しながら、テロ関連物資、銃砲や不正薬物

及び金地金の密輸防止のための水際取締りへの理解

と協力を訴えました。

　当日は天候にも恵まれ、事前に用意したリーフ

レット（350セット）を配布することができました。

４．尾道地区

（１）�日　　時　�令和元年10月10日（木）�

07：30～08：30

（２）場　　所　JR三原駅南側

（３）参 加 者　�尾道地区通関士部会（４社）４名、

取締機関29名（福山税関支署尾

道出張所５名、三原警察署５名、

海上保安部６名、県保健所13名）

� 合計33名

（４）実施状況

　通勤、通学時間帯の乗降客で賑わうJR三原駅南

側において、税関、警察、海上保安部等と協力し、

会社員や学生を対象に密輸撲滅と情報提供への協力

を呼びかけました。

　当日は天候にも恵まれ、税関のマスコットキャラ

クターカスタム君や県保健所のぜったい君と一緒に

写真を撮るなど盛大なキャンペーンとなりました。

　用意した250個の配布グッズは通勤時間帯にもか

かわらず足を止めて受け取って頂き、30分程度で

無くなりました。
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５．福山地区

（１）日　　時　�令和元年10月11日（金）�

16：00～17：00

（２）場　　所　JR福山駅構内

（３）参 加 者　�福山地区通関士部会（11社）15名、

関係取締機関等23名（福山税関

支署８名、福山東警察署４名、福

山海上保安部４名、県保健所７名）

� 合計38名

（４）�実施状況

　夕方の乗降客で賑わうJR福山駅構内において、

税関、警察、海上保安部と協力し、中高生や買い物

客、ビジネスマンに密輸撲滅と情報提供について協

力を呼びかけました。

　税関のマスコットキャラクター�カスタム君や海

上保安署のウミマル君と一緒に写真を撮る学生や家

族連れが多く、また配布したキャンペーングッズに

関心を示す姿も見られ、盛大なキャンペーンとなり

ましした。用意した860個の配布グッズは30分程

度で無くなりました。

６．水島地区

（１）日　　時　�令和元年10月17日（木）�

07：30～08：15

（２）場　　所　JR倉敷駅２F改札口前コンコース

（３）参 加 者　�水島地区通関士部会（９社）10名、

関係取締機関等18名（水島税関

支署６名、水島海上保安部４名、

水島警察署６名、県保健所２名）

� 合計28名

（４）実施状況

　JR倉敷駅２階改札口前で、税関、海上保安部、

警察及び保健所と協力し、通勤・通学生を対象にし

て密輸撲滅キャンペーンを行いました。

　当業会が用意したグッズ（ボールペンとメモ帳）

と関係取締機関が用意したティッュ・ビラ・絆創膏

を配布しながら密輸の撲滅と情報提供への協力を呼

びかけました。

　朝の時間帯は通学生が多く行き来しており、密輸

撲滅を訴えると足を止めてキャンペーングッズを受

け取ってもらえました。

　また、税関と海上保安庁のマスコットキャラク

ター（カスタム君、うみまる）も参加。キャラクター

と記念撮影する方々もおられ、盛大なキャンペーン

となり45分程度で配布が終了しました。

　OHK（岡山放送）と倉敷ケーブルテレビの取材も

あり、どちらも当日の夕方に放送されました。
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７．坂出地区

（１）日　　時　�令和元年10月18日（金）�

07：45～08：15

（２）場　　所　JR坂出駅

（３）参 加 者　�坂出地区通関士部会５名（４社）、

関係取締機関等15名（坂出税関

支署６名、坂出警察署４名、坂出

海上保安庁３名、保健所２名）

� 合計20名

（４）�実施状況

　早朝、７時45分頃よりJR坂出駅の北側出口と南

側出口の広場において、通勤・通学者を対象として

密輸撲滅キャンペーンを行いました。

　今回は例年に比べて、JR利用客が少なく感じま

したが、取締機関のマスコット２体が参加し、用意

したキャンペーングッズ250個は短時間でなくなっ

てしまいました。

　また、当日は新聞社１社（読売新聞）が取材に訪れ、

翌日の朝刊にキャンペーンの様子が掲載されました。

８．小松島地区

（１）日　　時　�令和元年10月25日（金）�

10：30～11：15

（２）場　　所　みはらしの丘　あいさい広場

（３）参 加 者　�小松島地区通関士部会（５社）

12名、関係取締機関等24名（小

松島税関支署４名、警察関係者

12名、海上保安部８名）

� 合計36名

（４）実施状況

　昨年４月にリニューアルされ、地域住民をはじめ、

県外からも多くのお客様が利用される「みはらしの丘

あいさい広場」において、税関、警察及び海上保安

部と協力して密輸撲滅キャンペーンを実施しました。
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　当日は、小雨の降るあいにくの天気でしたが、小

松島特産の「ちりめん」をはじめ、旬の農林水産物

を買い求める人たちを対象に、準備していた400個

のグッズを１時間足らずで配布し、密輸撲滅と情報

提供への協力を呼びかけました。

９．松山地区

（１）日　　時　�令和元年10月28日（月）�

10：30～11：30

（２）場　　所　松山空港内ロビー

（３）参 加 者　�松山地区通関士部会10名（６社）、

関係取締機関等15名（松山税関

支署７名、松山西警察署３名、海

上保安部３名、保健所２名）

� 合計25名

（４）実施状況

　松山空港内ロビーにおいて、税関、警察、保安部

等、と協力し、松山空港発着便を利用する旅行客を

対象に当業会が用意した400個のグッズを配布しな

がら、不正薬物、銃器及びテロ関連物資の取締と情

報提供への協力を呼びかけました。

　当日は、ご当地キャラクターみきゃん、カスタム

君等各取締機関のマスコットキャラクター３体の参

加もあって、写真撮影を交えての盛大なキャンペー

ンとなりました。

10．高知地区

（１）日　　時　�令和元年10月29日（火）�

10：30～11：30�

（２）場　　所　イオンモール高知　センタ－コ－ト

（３）参 加 者　�高知地区通関士部会（４社）７名、

関税協会会員３名、取締機関10

名（高知税関支署３名、高知県警

３名、海上保安部３名、高知県薬

務課１名）� 合計20名
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（４）実施状況

　イオンモール高知において、税関、警察、海上保

安部、高知県薬務課の協力で買い物客等を対象に当

業会が用意した300個のグッズを配布しながら密輸

の撲滅と情報提供への協力を呼びかけました。

　各取締機関のマスコットキャラクター４体の参加

と報道機関の取材もあり、盛大なキャンペーンとな

りました。

　当日の模様は高知放送（TV局）により夕方の

ニュースで放送されたほか、高知新聞に掲載されま

した。

11．須崎地区

（１）日　　時　�令和元年10月29日（火）�

15：30～16：00

（２）場　　所　マルナカ須崎店

（３）参 加 者　�高知地区通関士部会９名（５社）、

関税協会会員５名、取締機関13

名（高知税関支署３名、高知県警

６名、海上保安部３名、須崎沿岸

協力会１名）� 合計27名

�（４）実施状況

　須崎地区は昨年に引き続き２回目となった密輸撲

滅キャンペ－ンはマルナカ須崎店において開催され

ました。税関、警察、海上保安部、須崎沿岸協力会

の協力で買い物客等を対象に当業会が用意した200

個のグッズを配布しながら密輸の撲滅と情報提供へ

の協力を呼びかけました。

　各取締機関のマスコットキャラクター４体の参加

あって、盛大なキャンペーンとなりました。
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　本年11月期における密輸撲滅キャンペーン実施

地区及び実施内容は次のとおりです。

○　浜田地区（浜田市）

（１）日　　時　�令和元年11月２日（土）�

12：50～13：20

（２）�場　　所　�浜田漁港「BB大鍋フェスティバ

ル2019」イベント会場

（３）参 加 者　�浜田地区通関業者（２社）４名、

関係取締機関（３機関）10名（浜

田税関支署３名・浜田警察署４名・

浜田海上保安部３名）、浜田警察

署沿岸協力会６名、浜田市光保育

所15名� 合計35名

（４）実施状況

　日本海で獲れた新鮮な魚介類を味わうことができ

る毎年恒例となっている御当地の秋の風物詩である

「BB大鍋フェスティバル2019」の開催に合わせ、

浜田警察署、沿岸警備協力会主催による「沿岸広報

活動」と銘打ったキヤンペーンに神戸通関業会の浜

田地区メンバーとして参加させていただきました。

　本キャンペーンには税関をはじめとする３取締機

関の他、浜田地区通関業者、沿岸協力会及び保育所

園児等が加わり、大変にぎやかなキャンペーンとな

りました。

　また、いつもどおり姿を見せた“ゆるキャラ３体”

も、この日集まった大勢の子供たちに触られたり一

緒に写真を撮られたりと大人気でした。

今回は、近隣の保育所が一緒に参加してくださいま

したが、小さな園児が一生懸命に来場客へ声かけを

したり、グッズを配布する姿は大変微笑ましいもの

でした。

１．大阪地区

（１）日　　時　�令和元年10月16日（水）�

08：10～08：40

（２）場　　所　OCATモール地下１階

（３）参 加 者　大阪通関業会16名

　　　　　　　　大阪税関職員10名

　　　　　　　　�大阪府安全なまちづくり推進会議

職員３名� 合計29名

（４）実施状況

　10月16日（水）、早朝より大阪市内難波OCATに

おいて、２カ所に分かれてキャンペーンを実施しま

した。　

　キャンペーンには、通関業会からは米澤理事長、

通関士部会の長崎副部会長以下13名の役員と事務

局２名、大阪税関からは朝長業務部次長以下10名

の職員及び大阪府安全なまちづくり推進会議職員３

名の合計29名が参加しました。

大阪通関業会
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　「密輸撲滅キャンペーン」、「密輸を撲滅しよう」

と書いた幟を掲げ、その周辺では通関士部会の役員

達が、大阪通関業会のトレードマークともいえる黄

色のジャンパーと「密輸撲滅キャンペーン」等をプ

リントしたタスキに身を包み、大阪税関職員ととも

に、JR、地下鉄等の乗降客等に対して、キャンペー

ングッズである「メモ帳、ボールペン、密輸に関す

る税関リーフレット等」をセットにした小袋を

1,500個配布し、薬物、テロ等の撲滅の啓蒙と情報

提供の協力依頼を行いました。

　なお、キャンペーン実施状況については、カーゴ

ニュースに紹介されました。

２．関西空港地区

（１）日　　時　�令和元年10月11日（金）�

08：30～09：10

（２）場　　所　�JR及び南海電鉄「関西空港駅」

改札周辺

（３）参 加 者　大阪通関業会６名

　　　　　　　　大阪税関関西空港税関支署９名

　　　　　　　　大阪府警関西空港警察署10名

　　　　　　　　�海上保安庁関西空港海上保安航空

基地４名

　　　　　　　　大阪入国管理局関西空港支局７名

� 合計36名

　　　　　　　　�各機関マスコットキャラクター５

体（カスタム君、フーくん、ケイ

ちゃん、えんトラくん）

（４）実施状況

　大阪通関業会通関士部会役員と各機関職員との合

同による「密輸撲滅キャンペーン」をJRと南海電

鉄の関西空港駅改札口付近で早朝より実施しました。

　キャンペーンには、通関業会からは通関士部会の

小山部会長以下４名の役員と事務局２名、大阪税関

からは関西空港税関支署の羽田支署長以下９名が関

西空港駅に集まり、鉄道を利用する乗降客、空港従

業員及び旅客等に対して、（一社）日本通関業連合会

が作成した「密輸撲滅キャンペーングッズ」（ボー

ルペンとメモ帳）と大阪税関作成のチラシを一緒に

手渡しながら、不正薬物などの密輸阻止並びにこれ

らに係る情報提供を呼びかけました。

―キャンペーン風景― ―米澤理事長―

―参加者全員で―
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３．北陸地区

（１）日　　時　�令和元年10月29日（火）�

08：00～08：15

（２）場　　所　富山駅　北陸新幹線改札付近

（３）参 加 者　大阪通関業会12名

　　　　　　　　大阪税関伏木税関支署管内８名

　　　　　　　　富山県警察本部５名

　　　　　　　　伏木海上保安部５名

　　　　　　　　�名古屋出入国在留管理局富山出張

所４名� 合計34名

　　　　　　　　各機関マスコットキャラクター４体

（４）　実施状況　

　10月29日午前８時から、大阪通関業会通関士部

会役員と伏木税関支署管内職員との合同による「密

輸撲滅キャンペーン」を富山駅北陸新幹線改札付近

において実施しました。キャンペーンには、通関業

会からは富山地区通関士６名、通関士部会の小山部

会長以下５名の役員と事務局１名、大阪税関からは

伏木税関支署の河田支署長をはじめ８名の職員が富

山駅に集まり、同駅を利用する乗降客に対して、税

関のリーフレットや（一社）日本通関業連合会が作

成した「密輸撲滅キャンペーングッズ」（ボールペ

ンとメモ帳セット）を手渡しながら、精力的に不正

薬物などの密輸阻止並びにこれらに係る情報提供を

呼びかけました。なお、キャンペーン実施状況につ

いては、NHK富山放送局で放映され、富山新聞、

北日本新聞に掲載されました。

―大阪通関業会― ―羽田支署長―

―参加者全員で―
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　門司通関業会は、10月８日から10月11日までの

間、大分地区、福岡空港地区及び博多地区において、

税関等の取り締まり機関と合同で、密輸撲滅キャン

ペーンを実施しました。

　各地区では税関・県警・海上保安部の職員ととも

に地区の通関士部会の会員の方々の協力を得て、通

関業会のタスキ腕章を着用して、通勤・通学者、入

出国旅客、買物客等幅広い層にキャンペーングッズ

を配りながら、密輸撲滅と情報提供の協力を呼びか

けました。　

　また、税関等の年末特別警戒に併せて、12月９

日に取締機関と合同で、徳山地区、細島地区及び下

関地区において、密輸撲滅キャンペーンを実施しま

した。

実施日・実施場所

10月８日（火）� 大分地区（大分駅北口広場）

10月10日（木）� 福岡空港地区（福岡空港PTB）

10月11日（金）� 博多地区（ベイサイドプレイス）

門司通関業会

―河田支署長― ―参加者全員で―

大分地区

福岡空港地区
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「薬物及び銃器取締強化期間」キャンペーン

　長崎通関業会では、各地区会員のご協力を得て

○10月28日� 三池地区（ゆめタウン大牟田店）

○10月29日� �八代地区（イオン八代店、ゆめタウ

ン八代店）

○10月29日� 鹿児島地区（鹿児島中央駅東口広場）

○11月８日� 佐世保地区（島瀬公園前アーケード）

の４地区（八代地区：２ヵ所）で、税関、警察、海

上保安部との合同で密輸撲滅キャンペーンを実施し

ました。会員の皆様が37名、税関等関係取締機関

の皆様が74名、合計111名の参加をいただき、買

い物客らにキャンペーン・グッズなどを配り、密輸

情報の提供等密輸撲滅を呼び掛けました。

　各地区でのキャンペーンは、多数の報道機関が取

材し新聞に掲載されました。

　三池地区をはじめとして各地区でご協力いただい

た皆様に、お礼申し上げます。

長崎通関業会

博多地区

【三池地区】 【八代地区】

【鹿児島地区】 【佐世保地区】
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　沖縄通関業会では、恒例の沖縄地区税関との合同

“密輸撲滅キャンペーン”を去る10月９日（水）

午後３時30分から実施しました。

　場所は、沖縄県庁横のパレットくもじ前広場行で

われました。台風19号の余波で天候の心配もあり

ましたが、当日は朝から晴天、しかし強風の影響で

チラシやグッズの配布準備にてこずりました。参加

者は、沖縄地区税関次長の近藤昌伸様以下各部門か

ら集まった大勢の制服職員、沖縄通関業会からは小

山・新城両副会長以下13名の総勢20名余ですから、

周囲に集まった観客に大変なPR効果がありました。

開始時間30分前から“NHK”と“地元のテレビ局”

の２局がテレビカメラを持ち込み、開始時の集合写

真や配布終了後の次長インタビューに大忙しでし

た。報道関係者が多かったのも特徴ですが、通りが

かりの買い物客には物珍しい光景の様でした

　なお。夕方６時からのNHK放送では、近藤業務

次長の出陣式“エイエイオー”と共に参加者の元気

な姿のアップが画面いっぱいに映し出され、次長の

インタビューと配布チラシの文字のアップまで写り、

完璧にPRが行き届いていました。テレビ局に感謝です。

　今度の密輸撲滅キャンペーンも大変な盛り上がり

でした。次回もよろしくお願いします。最後は小山

副会長の挨拶で絞めました。

沖縄通関業会
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　「今年こそは合格したい！」という強い想いで勉

強を始め、無事に合格することができ、ほんとうに

嬉しく思っています。

　年明けごろから、市販の参考書・問題集には目を

通しておりましたが、やはり１人だけの勉強では知

識の定着やモチベーション維持に限界があると感じ

ていたところに、社内で当講座受講の案内があり、

申込を致しました。

　講座では、月１度のスクーリングで知識の再確認

を行い、その場で講師の方に質問もできるので、不

明点や間違えやすい点について整理することもでき

ました。スクーリングは、会社の同僚と一緒に受け

ておりましたので、お互いわからないところを確認

し合うこともでき、精神的にも心強かったです。

　質問は、メールやファックスでも可能でしたので、

何度も活用させていただきました。

　テキストは基本的な知識の他、基本通達に書かれ

ている事項も網羅されておりますので、基本的な知

識と関連付けて覚えることができました。

　また、過去問題集は、ポケットサイズで持ち運び

も可能でしたので、移動中などちょっとした時間に

知識の確認・定着が図れたのでよかったと思います。

私の場合は、間違えた問題と正解した問題に分け、

ページの端にマーカーで色を塗ったりする等の工夫

をしていました。間違えた問題は、さらに「解説や

条文を読んですぐわかるか／わからないか」で分け、

解説・条文を読んでもわからないものに関しては、

スクーリングや、メールでの質問で疑問点を解消し

ていきました。

　実務問題に関しては、市販の問題集も活用しなが

ら、とにかく数をこなし問題に慣れることを心掛け

ていました。添削問題２回と中間チェック講座・直

（株）二葉

菊池　優美子　様

2019年度通関士試験・通信添削研修

第53回通関士試験　合格体験記
（一社）日本通関業連合会・研修事務局

　第53回通関士試験に合格された皆様、おめでとうございます。

　全国の平均合格率は13.7％。当連合会主催の通関士試験・通信添削研修の受講者の合格率は

19.6％でした。さらに、受講者のうち最後まで研修課題に取組んだ受講者の合格率は、全国平均の

２倍を超える34％台になります。

　そこで通信添削研修を受講された合格者のうち、６名の方々に合格体験記を寄稿していただきまし

た。お忙しい中どのように勉強時間を確保したか、勉強方法やモチベーションの維持方法など、「通

関士試験」合格を目指す方々の参考にしていただきたい体験記です。
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前対策模試があり、本番と同じ流れ・時間配分で問

題を解くことができました。そのおかげもあってか、

本番ではあまり緊張せず、試験に臨むことができま

した。

　沢山問題を解く機会があったことにより試験問題

のパターンや時間配分に慣れたこと、わからない点

は講師の方にすぐ質問できたこと、会社単位での受

講でしたので同じ会社の先輩や後輩と一緒に勉強を

頑張れたことが合格に繋がったと感じております。

　最後になりましたが、この度お世話になった講師

の先生方および事務局の皆様に、合格の報告をさせ

て頂くと共に改めてお礼を申し上げます。誠に有難

うございました。

　今振り返り試験合格に必要だったと思うことは、

もちろん絶対に合格するという強い信念でがむしゃ

らに勉強することも大切だったと思いますが、それ

よりも試験の特徴を考慮した効率の良い勉強の進め

方、また、いかにその勉強を継続できるかが大切だっ

たように思います。

　勉強の進め方ですが、会社より日本通関業連合会

の通信添削研修を紹介頂き、その研修にそって勉強

を進めることにしました。研修の中で主に３つの要

素により試験の特徴を考慮した効率の良い勉強が出

来たと思います。

　１つめは、定期的に提出する課題により早い段階

で試験内容を網羅できたことです。始めから時間を

かけて深く理解することは理想ですが、限られた時

間の中で試験に合格することに焦点を当てれば、早

い段階で試験内容を網羅し、その後ポイントを絞っ

て掘り下げることが有効だったと思います。

　次に、中間模試、直前模試を受けることにより、

緊張感のある雰囲気を経験できたことです。本試験

ではやはり緊張してしまいましたが、同じような雰

囲気を経験したことがあることで、落ち着いて問題

を解くことができました。

　最後に、忘れがちなのですが研修で貰える通関士

六法により、解答を確認できたことが大きかったで

す。テキストは、各法律を分かりやすく纏めてくれ

ていますが、実務的な取扱を規定している基本通達

までは網羅されていません。そして本試験はこの基

本通達からも問題が頻出しており、勉強前半は一切

使用しなかった通関士六法を後半はそれを駆使して

問題内容を確認することができました。

　また、これらの勉強を継続させるために、まず、

適切な高さの机、長時間座っても疲れない椅子を購

入しました。勉強を始める前は、硬いダイニングテー

ブルしかなく勉強していても首や腰が痛くなり長時

間勉強を続けることが困難でしたが、体に合った机

と椅子を使用することで自宅でも継続して勉強でき

るようになりました。そして、勉強する内容につい

ては、仕事で疲れて集中力がない平日には、機械的

に勉強できる実務の計算問題や申告書問題を集中し

て解き、暗記や理解が必要な法律の内容は集中でき

る土日に勉強して、出来る限り勉強しない日がない

ように継続を心がけました。

　今後はどのように資格を活かしていくかを考えて

いきたいと思っています。日本通関業連合会の先生

方、会社の皆様、家族、サポート頂きました全ての

方に深く感謝申し上げます。

西日本鉄道（株）

城戸　拓人　様
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　就職して初めて通関士という資格を知りました。

学生時代は貿易や通関の事など、学んだこともなく

大変不安でしたが、勤務先の支店に通関業連合会の

通信講座を利用して合格した先輩が在籍していたの

で、私も通関業連合会の通信講座で勉強しようと決

めました。

　スクーリング（授業）にも毎回出席し、添削問題

にも毎回取り組んだことで、一人で教科書を読んで

いるだけでは理解できていない部分をより深く理解

することができました。また、スクーリング以外で

も過去問や教科書の表現で理解しにくいところは

メールで講師の方に質問することで都度疑問点を解

消することができました。自学習の面では、座って

長時間勉強時間を確保できる土、日は通関実務の教

科書や過去問、通関士の指針、ゼロからの申告書を

活用してより多くの計算問題を繰り返し解き、問題

を覚えてしまうまでやりました。また、添削問題や、

通関業連合会で実施している模試も繰り返し時間を

空けて解くことで確実に問題の解き方、時間配分を

身につけることができました。

　通勤時、帰宅時、お昼休み等の隙間時間には、小

さいノートに教科書の要点を書き写したものを読ん

で勉強しました。通関業法、品目分類、輸出入貿易

管理令、経済連携協定などの暗記事項はこういった

隙間時間に覚えるよう心がけました。順番としては

通関業法と通関実務を自学習でやりつつ、ノートを

まとめ終わった頃に関税法に着手し、あとは過去問

で全科目解く、という流れでした。始めに通関実務

から始めたので、関税法で覚えることが多く、通関

実務を早く終わらせてもっと早く関税法に取り掛か

ればよかったという反省点もありますが、やはり始

めに基本的な通関業法の暗記と通関実務の計算方法

の習得から始めてよかったと思います。関税法から

始めていれば、覚えることが多すぎると実感しもっ

と早い段階で心が折れていたと思います。

　通関士試験は出題範囲に対して試験での問題数が

少なく、また通関実務の計算問題は部分点などがな

く非常に厳しい、と何度も諦めかけた事がありまし

たが、最後まで諦めず取り組むことで合格すること

ができました。勉強会を開いて下さった会社の上司

や、メールで度々質問して

も快く丁寧に解説して下

さった講師の皆様のおかげ

で合格することができまし

た。本当に心から感謝申し

上げます。

　今回、私は通関士試験、初受験・合格をする事が

出来ました。2019年１月、貨物集配部門から通関

部門へ異動となり、通関業務未経験でのスタートで

した。

　実際に通関業務に携わったことで通関士資格取得

への想いは強くなり自己啓発と通関知識向上、キャ

リアアップの為、５月より通関士の試験勉強を始め

ました。

　勉強する際に気をつけていた事は、自分自身の固

定概念に囚われない事、受験経験者や専門家の話を

聞いて自分自身の勉強を常に最適化する事を心がけ

ていました。

　その取り組みの１つがこの講座でした。特に添削

問題、模擬試験問題は厳選された問題ばかりで、新

傾向問題など、新たに出題される可能性のある問題

ヤマトグローバル 
ロジスティクスジャパン（株）

中川　綾香　様

DHLジャパン（株）

玉井　智章　様
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等も出題されており、本年度の通関士試験でも実際

に出題された問題も多くあったことから、この講座

を受けて本当に良かったと思っています。

　受験を終えて振り返ると、通関士試験は関税法等

の知識をベースに各問題に当てはめていく解答の仕

方が１番有効であると感じました。単に過去問演習

を繰り返す事も実力UPに繋がると思いますが、新

傾向問題（EPA等）の解答に苦しむかと思います。

過去問題集以外に税関のホームページや、EPA関連

の記事、詳細を確認しておく事も大事だと思います。

　また、日頃業務を終えた後、勉強をする事が辛い

と思う時が多くありましたが、平日の勉強時間が非

常に重要だと私は感じました。週末のみの勉強では

学んだ内容を忘れてしまいがちで、平日少ない時間

でも勉強時間を作ることが大切であると思いました。

　全国通関士模試の結果はＥ判定（合格率０～29%）

で合格は絶望的でしたが、ここで自分の弱点を理解

し試験までの約１か月、弱点を重点的に勉強しつつ、

知識を付けていく勉強に切り替え、実務問題を中心

に演習を行いました。

　最後に、官報に自分の名前が載っていた時、合格

証を受け取った時の達成感は今まで感じた事のない

くらい大きなものでした。この講座を紹介して頂い

た上司、通関業連合会の皆様にこの場を借りて、感

謝申し上げます。

　今年度、勤務先で通関士資格の取得支援が拡大さ

れたこともあり、今年、通関士試験を受験すること

に決めました。

　４月より関税法、関税定率法の勉強を中心に始め、

日本通関業連合会の添削問題にも取り組みました。

関税法等は範囲が広く、覚えるべきことも多いこと

から、毎日の通勤時間を利用して、少しずつ暗記し

ました。

　６月は、主に「通関実務」の対策に時間を充てま

した。延滞税の額などを求める計算問題に関しては、

過去問を繰り返し解き、満点を目指して勉強しまし

た。輸入申告問題は、苦手意識を払拭するため、過

去問を含めて、できるだけ多くの問題を解くように

しました。多くの問題を解く中で、申告価格の求め

方も理解できるようになりました。

　７月には、日本通関業連合会で開催された中間

チェック講座（模擬試験）を受けました。模擬試験

の輸出申告の問題は、過去問よりも難しく、ほとん

ど正答できませんでした。その結果を受け、分かっ

たつもりになっていた輸出申告の問題も、気を引き

締めて本番までに復習することができました。また、

「通関実務」は、試験時間に余裕がなかったため、

模擬試験の段階から、計算問題に20分、選択式に

20分、輸出申告に20分、輸入申告に30分、残りの

時間に見直しをするという時間の目安と、解く順番

を事前に決めて、その通りに解答するようにしまし

た。また、模擬試験の選択問題に関しては、誤って

いる選択肢は「どの部分が誤っているのか」を解答

できるまで、復習を繰り返しました。法令改正もあ

ることから、独学で過去問を解くよりも、最新の情

報が反映された問題を繰り返し解く方が効率的だと

感じました。

　本番の試験直前は緊張しましたが、試験の時間配

分にも慣れていたことから、分からない問題があっ

た際も、思っていたよりも落ち着いて解き進めるこ

とができました。

　最後になりましたが、サポート頂いた会社の方々、

講座でお世話になった

日本通関業連合会の講

師の方に深く感謝申し

上げます。

近鉄・パナソニック 
トレーディングサービス（株）

森田　愛果　様
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　私は2004年９月に今の会社に入社し、翌年から

通関士試験に取り組み始めました。恥ずかしながら

この15年間、不合格続きであった訳ですが、今回

の通関士試験にてようやく合格する事ができ、今は

喜びよりも安心が先に立っている心境です。

　入社当初は生鮮品の輸入業務を担当し、現場作業

が多い部署でした。受験する事は必須でしたので、

試験勉強をする必要は感じていたのですが、正直十

分に時間を割いて勉強を行ったとは、とても言えな

い状況が何年も続きました。今思えば、入社当初の

方が遥かに時間は作りやすく、真剣に取り組めば

もっと早く合格する事が出来たのではないか？と反

省しきりです。もし、当時の私と似たような環境の

方がいらっしゃいましたら、悪いことは言いません

ので、できるだけ早いうちに合格を目指して真剣に

取り組むことを強くお勧め致します。

　入社５年が過ぎ、通関実務の試験が免除になって

も、なかなか合格までは辿り着きませんでした。関

税法の試験範囲が広く、独学ではなかなか網羅する

事が困難だったと考えます。（５割近くの得点率に

は、７～８年目頃から到達していたかと思いますが、

そこから先が全く伸びませんで

した。）本年に至り、今回こそ

は合格と言うプレッシャーが極

めて強くなり、自身を追い込む

目的もあって通関業連合会の通

信添削研修を受講する事に決め

ました。

　正直な話、これだけ真剣に勉強したのは大学受験

以来だと思います。研修自体はテキスト→スクーリ

ング→模擬試験、の流れで繰り返し試験問題に取り

組め、理解できている部分、理解不足の部分を確認

しながら進める事ができ、非常に効率よく学習を行

う事が出来ました。スクーリングについても、テキ

ストの内容を分かりやすく解説して頂けるのが大変

有難かったと感じました。

　関税法はあと少し追い込みが必要な状況でした

が、受験申し込みの際に確認すると、２科目免除の

条件をギリギリ満たしていることが判明し、結局通

関業法のみの受験となりました。業法の過去問題や

模試を繰り返し説き、今回無事合格する事が出来ま

した。

　最後になりますが、通関業連合会の講師やスタッ

フの皆様のおかげをもちまして合格できた事、心よ

り御礼を申し上げます。本当に有難うございました。

また、これから通関士試験を目指す皆様の合格をお

祈りさせて頂きます。

インターナショナル 
エクスプレス（株）

志田　拓郎　様
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　その散歩道とは「山
やまのべ

辺の
の

古
こ

径
みち

」です。桟橋のター

ミナルを出て右に向かうと左手に小高い山がありま

す。要害山という古戦場ですが、「山辺の古径」へ

はここから行くのが良いでしょう。

五十段ほどの急な階段を登ります。

　登った後はまた急な階段を下ります。この山を迂

回するトンネルもありますので、宮島町のホーム

ページなどでルートを参照して下さい。

　一旦山を下ると民家の間の路地がこの古径へとつ

ながります。緩やかな坂を進むと右手に小さな表示

があります。

　山沿いの、人がすれ違うのがぎりぎりくらいの細

い曲がりくねった道です。民家の屋根を見おろす高

さにあるので、歩いていると人々の日常生活に少し

触れるような気がして、まるで宮島の住民になった

かのようです。鹿が一匹、群れから離れてぽつんと

佇んでいます。

～鹿が一匹～

～要害山へ続く階段～

～山辺の古径入り口～

　通称宮島と称される厳島。一年を通じて、国の内外を問わず人気のある観光スポットとなっています。海上

に立つ厳島神社の朱
あけ

の大鳥居、神殿などの歴史的建築物や、標高535mの弥山の美しい自然に加えて、近年は

グルメスポットとなっており、カフェ、ベーカリー、店頭で焼き牡蠣を提供する食堂、本格的なワインを揃え

たバル、クラフトビール醸造所など様々な飲食を楽しむことができます。これらの店は比較的狭いエリアに集

中しているので、時間の無い旅行者でもそれほど歩き回ることが無く訪ねることができます。もっともGWと

もなると、人気の牡蠣料理店など１時間以上は待つこともあるようです。

　さて、今回は有名な「観光スポット」ではないけれども、まだ知らない人も多いかも知れない、それでいて

宮島の魅力を十分に感じることができる静かな散歩道を紹介します。

誰も知らない（かも知れない）
宮島の古径～私的な散歩道

通関業会
だより
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　この道の距離はそれほど長くないのですが、少し

坂の急なところもあるので、途中に祀られているお

地蔵様や古いお堂にお参りしながらゆっくりと歩く

のが良いでしょう。

　少し歩き疲れたかと思う頃に、カフェを見つける

事ができるでしょう。古民家を改造したところが今

風のそのカフェでは、もちろんコーヒーも良いです

けれど、アルコールをたしなむのでしたらよく冷え

たシャンパンか、広島レモンを使ったモヒート。牡

蠣のオイル漬けと合わせると良いでしょう。テラス

からの眺望も外すことができません。グラスの泡の

向こうに見える海と山、黒い瓦の屋根……。瀬戸内

らしい風景です。そして、下り坂の先に五重塔のシ

ルエットと千畳閣の大きな屋根が見えてきたら、そ

こが終点です。

　五重塔のある丘を「塔の岡」と呼ぶようです。こ

の塔の岡を降りると厳島神社の参拝を終えた人々や

弥山からの下山者が行きかう雑踏が待っています。

　土産物屋も観光施設もない、何気ない道ですが、

ここを歩くと意外なほど静かな時間を過ごすことが

できます。この道が古径と言われるのも、宮島観光

公式サイトによりますと、現在の参道がまだ海の底

だった頃に厳島神社への参拝者が歩いた道であった

からと言うことです。この山辺の古径を歩いて厳島

神社に参拝し、過ぎ去った時代に思いをはせるのも

また宮島の過ごし方のひとつなのです。

～小さなお地蔵様が祀られています～

～黒い屋根瓦の向こうに続く古径～

～左手の白壁がカフェ～
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❶令和元年度第２回女性通関士会議（WG）報告
　早いもので第３期ワーキンググループ活動も終わ

りに近づいてきました。

　これまでの活動は第10回全国女性通関士会議の

全体会議の場で最終報告を行う予定です。

　12月20日のワーキンググループ活動では最終報

告に向けた各グループのまとめなどを中心に話し合

いました。当日まで各グループはメールによるグ

ループ活動を行った上で連合会に集合しました。

  ＊祝い　女性通関士サポーター200名を超えました!!  
　新規にご登録をいただいた皆様をご紹介いたします。

　「通関士があこがれの職業といわれる日を目指しましょう!!!!」とコメントを寄せいていただきました。

　今後とも側面的なご支援をよろしくお願いします。

（敬称略）

お名前 所属 最終役職（関税局・税関関係）

吾　住　　　亨 沖縄地区税関 税関長

上　川　純　史 関税中央分析所 所長

北　村　直　彦 東京税関 業務部長

桜　庭　哲　也 函館税関 監視部長

坪　井　伯　彦 名古屋税関 調査部長

中　村　三　一 横浜税関 総務部長

福　田　浩　昌 門司税関 税関長

寄　高　真　澄 税関研修所 副所長

＊祝い　女性通関士サポーター200名を超えました!!
❶令和元年度第２回女性通関士会議（WG）報告
❷通関業、通関士における認知度向上に向けた取組み
❸各地区での女性通関士ネットワーク活動の様子

❹JCBAクラウド

❺日々之好日

topics

いいこときかく
通関業界で働く人のためのネットワーク
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ワーキンググループの議題
・第３期WGの最終報告書作成について

・全国女性通関士会議分科会テーマ案について

・第６回女性通関士支援セミナーの企画について

事前お知らせ
　WGメンバーが企画するセミナーも７回目を迎えます。

１部と２部の間に軽食提供予定無料

日時 2020年２月８日（土）　10時～14時

場所 メルパルク東京

10：00～11：00　第１部　�講演会　渡辺啓子連合

会理事

11：30～14：00　第２部　�女性通関士サポーター

との交流（交渉計画中）

対象
会員企業、関係団体　男女問わず役職問わ

ず先着順

会議冒頭は今野専務理事からご挨拶
　去る８月、専務

理事に選任されま

した今野です。

　自分が女性通関

士支援事業に関わ

りをもったのは、

女性通関士支援セ

ミナーにサポー

ターとして参加し

たことが初めてで

した。今回、連合会の事務局としてこの事業を総括

する立場になり、改めて責任の重さを感じていると

ころです。

　さて、WGの活動も第３期となり、これまで行っ

てきた活動の総括をする時期に来たと承知していま

す。連合会としても、本事業を次の事業年度でどう

するのか、総括し真剣に検討しなければならないと

考え、性根を据えて取り組まなければならないと考

えています。

　WGに参加されている皆さんは、業会におけるパ

イオニアです。どうか、これからも業界の発展のた

め、ご協力をお願いします。

今回は大阪通関業会の御協力を得てweb会議が実現しました。ありがとうございました。最後
は集合写真を撮って解散となりました。
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❷通関業、通関士における認知度向上に向けた取組み
11月29日
一般財団法人　対日貿易投資交流促進協会

　今年度も対日貿易投資交流促進協会（ミプロ）か

ら輸入ビジネスセミナー「貨物の輸入通関＆日EU�

EPA基礎講座」という内容での講演依頼をいただき

ました。事前に連合会がppの資料を作成し、リハー

サルを兼ねた打合せを行い、当日を迎えました。終

了後行われた受講生へのアンケートでは満足度90％

を超えたといううれしい連絡をいただきました。

第１部　�「輸入通関の実務と通関業の利用法」につ

いて

東京国際貿埠頭（株）

通関部　通関部課長代理

岡本麻理子さん

第２部　�「日EU・EPAを利用した通関手続きにつ

いて」

清水常務理事

12月２日
　一般社団法人 雇用問題研究会から取材を受けま

した!!!

　一般社団法人 雇

用問題研究会は、「若

年者の職業意識啓発

等キャリア教育、職

業能力開発や職業訓

練によるキャリア形

成支援、企業の人材

マネジメントにおけ

る効率的な採用・配

置等に資するため各種の業務」を行っています。そ

して、その一環として「職業研究」誌を発行してい

ます。

　今回、連合会は《しごとインタビュー》で通関士

の仕事の紹介とやりがいなどについてインタビュー

を受けました。

　インタビューにご協力いただいたのは、阪急阪神

エクスプレスの皆さんでした。

　冊子は学校等教育機関、企業、職業安定機関等行

政関係および経済団体ほか各関連団体の皆様方に無

料で送付されホームページにも掲載されます。

　インタビュー当日の様子をリポートします。

９：30　�河合さん（写真左）志田さん（写真右）に

よる直前の打合せ。
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　直接インタビューを

受けるのはワーキング

グループ活動に参加し

ている片岡照美さん。

10：00　インタビュースタート

11：30　終了

　阪急阪神執行役員の津田さん（写真右）が雇用問

題研究会の鎌田さん（写真左）、後町さん（写真中央）

にご挨拶してくだいました。

　認知度向上に向けた取組みは会員企業の皆さんの

ご協力あってのことです。

　お忙しい中ありがとうございました。

❸各地区での女性通関士ネットワーク活動の様子
函館通関業会
東北・秋田市に24名の女性通関

士が集う!!

　11月25日（月）　秋田県秋田市「秋田ビューホ

テル」において第４回函館通関業会通関士部会女性

通関士委員会が開かれました。

　今回も、予算等の関係から「通関士部会北海道・

東北ブロック合同研修会」に合せての開催となりま

したが、14時から約１時間半にわたり女性通関士

が熱心な討議・議論を行い、引き続き別室で開催さ

れた研修会に出席し、税関講師３名による品目分類

等の講義を受講しました。

　女性通関士委員会は管内から16名、東京、横浜、

名古屋、連合会からの参加者を含め、総勢22名に

よる熱のこもった議論がおこなわれました。

　18時からの意見交換会には、地元秋田市の女性

通関士２名が会社業務終了後に参加し総勢24名と

なりました。

　会議は今井女性通関士委員長の挨拶から始まり、

出席者全員の自己紹介、（株）八戸通運　松倉さんの

第３期WGのクループ活動状況報告、（株）栗林商会

苫小牧支社　加藤さんの平成30年度全国女性通関

士会議参加報告と進みました。

　この後、テーマ討論会を次のテーマで行いました。

１　働き方改革について

　�　業会全体で“働き方改革”に取り組んでいこう

としています。

　�　会社・個人で工夫・実施していること、効果の

あったこと等

２　諸問題の解決策について

　�　通関業務上の問題、自己研鑽、介護休暇／育児

休暇取得等

　最後に全体討論会を行い、議題「これからの函館
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女性通関士委員会の活動について」について種々の

前向きな意見が多数出されました。

　このあと、研修会参加の男性通関士28名、事務局、

税関講師とともに和やかな懇親会を行いました。ホ

テル12階にある秋田市の夜景が一望できる「ジュ

リアン」での懇親会では、テーマの続きや、職場の

現状を話し合い、地域の特性、各店社の違い等を確

認していました。

　日頃、交流のなかなか取れない女性通関士の皆さ

んが一堂に会してこのような会議の場で討論ができ

たことは非常に有意義との感想が出ていました。

　なお、この後も多数の方が、市内某所において「き

りたんぽ鍋」「ハタハタ焼き」等の郷土料理を堪能

していました。

参加者感想��
●�女性通関士委員会の皆様大変お世話になっており

ます。

　�　今回、初めて委員会に参加出来、とても有意義

な時間を過ごすことが出来ました。

　�　参加する前は、とても緊張しましたが、みなさ

ん優しい人ばかりでした!!

　�　（職場では、女性だけの集まりは怖いよと脅さ

れていたので……）

　�　１時間半では時間が足りないなと思いました。

　�　また、次回もこのような機会がありましたら、

是非参加させて頂きたいです。

　�　お忙しいなか、このような会議・研修会を企画

してくださりありがとうございました。

　　今後とも宜しくお願い致します。

� Ｓ運輸　Ｇさん

●�今回は、いろいろとお気遣いいただき本当にあり

がとうございました。

　�　他地区の通関士の皆さんとのつながりや情報の

共有はこのような機会でないとなかなかできない

ので、本当に有意義でありがたいです。

　�　今後とも、引き続きよろしくお願いします。

� （株）丸山運送　首藤　美紀

●今井女性委員会委員長

　　お疲れ様です。

　�　秋田にて開催されました第４回函館女性通関士

委員会は、無事に終了しました。

　�　業務多忙の中、たくさんの女性通関士及び女性

通関業務従事者の方々が出席しました。大変お疲

れ様でした。

　�　委員会、研修会、更には意見交換会で、幅広い

参加者層の中から、様々な情報を得ることができ、

大変貴重な時間となりました。

　�　当委員会は、親睦を第一目的にしています。毎年、

所属業会を問わず広く参加を呼びかけています。

　�　遠路はるばるおこし頂いた他業会の皆様、ご参

加本当にありがとうございました。またご参加い

ただければ幸いです。

　�　委員会でのグループ討議については、近日中に

まとめまして参加者へフィードバックし、日常の

業務や働き方の工夫に役立ててもらえるようにし

ます。

　�　全体会議での“これからの希望する活動につい

て”の意見も集約し、次回の委員会活動に反映し

ていければと思います。

　�　委員会の様子は、連合会ホームページいいこと

きかくで見ることができます。

　�　是非、ご覧ください。どうぞよろしくお願いし

ます。

� （株）函館国際貿易センター　今井　美樹

参加者を前に開会あいさつをする今井委員長
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議事次第に耳を傾ける通関士

第３期WGミーティング報告をする松倉さん

グループ討議も熱を帯びる

研修会にも参加（品目分類・通関非違等）

熱心に聞き入る通関士たち

懇談会で挨拶する山本秋田船川税関支署長

各地から集合した女性通関士等

すっかり打ち解けています。
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❹働き方改革支援事業
JCBAクラウドは、通関業者のDXシフトを

加速するクラウドサービスです。

　どうぞご関心をお寄せください。お問い合わせは、

下記までお願いします。

（一社）日本通関業連合会　担当：徳光

TEL 03-3508-2535

E-mail：tokumitsu@tsukangyo.or.jp

東京都港区虎ノ門2-3-20 虎ノ門８階

　フェーズをあげるべく開発中です!!!

これから色々な意見交換が……

大好評　ケーキビュフェ

懇親会の閉会にあたり、会議の意義について述べる
田畑通関士部会幹事
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❺日々是好日
　女性通関士支援事業ワーキンググループ活動は１

期を２年としています。今年度は３期目の活動が終

了しますが、第１期WG活動後から各地区のおける

ネットワーク活動が徐々にスタートしました。中でも

函館は今回で４回目の女性委員会が開催されました。

　今回は函館通関業会柳川専務理事と板谷通関士部

会長にお話を伺いました。

🅠�女性通関士、従業者の組織化へのご苦労はありま

せんでしたか？

a�まだまだ男性が中心の業界であることは否定でき

ない。

　�　そのような中でも確実に業会で働く女性は増え

ていることは実感していたのですぐに検討した。

🅠�実際どのようなことを検討されましたか？

a�女性通関士、従業者がネットワーク活動を求める

理由は自分たちの経験からも共感できた。そのた

めネットワークをどのように作るかをすぐに検討

して必要なことを整理していった。結果的に通関

士部会の中に【函館女性委員会】を組織化し、年

に一度のブロック研修会と同日開催をすることで

【研修】と【女性活躍支援】を実現した。女性委

員会の活動は年に一度ではなく女性委員会の委員

長（今井美樹さん）に日々の情報発信と合わせた

活動となっていることも特徴だ。

🅠�最後に一言お願いします。

a�函館には、我が国最初の貿易港としての誇りと、

開拓者精神がある。函館の心意気を全国の方に伝

えたいですな（笑）。……

左 板谷通関士部会長　右 柳川専務理事
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いますが、通関士が通関手続において隠ぺい又は仮装を行うということは
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	10月２日	 通関士部会ホームページ／50年史／

研修各委員会

	 ３日	 本関通関協議会研修会（成田空港施設

見学他）

	 ８日	 「通関業の日」関連行事（第一ホテル

東京）（通関業セミナー・功労者表彰・

祝賀会等）

	 	 本部・密輸撲滅キャンペーン（新橋駅）

	 ９日	 羽田支部・密輸撲滅キャンペーン（羽

田空港）

	 10日	 経済産業省職員によるワシントン条

約、安全保障貿易管理及びNACCSサ

ブシステム説明会（成田地区）

	 16日	 経済産業省職員によるワシントン条

約、安全保障貿易管理及びNACCSサ

ブシステム説明会（本関地区）

	 	 東航分会・密輸撲滅キャンペーン（二

股新町駅）

	 	 成田支部・密輸撲滅キャンペーン（成

田空港）

	 17日	 本関、大井分会・密輸撲滅キャンペー

ン（品川駅）

	 23日	 前橋分会・密輸撲滅キャンペーン（高

崎駅）

	24日、25日	 連合会全国会長・理事長会議（金沢開

催）（会長）

	25日、26日	 成田支部他港研修（関西空港他）

	 31日	 新潟支部・密輸撲滅キャンペーン（新

潟駅）

	11月５日	 通関士部会ホームページ委員会

	 ６日	 通関士部会女性分科会講演会	

（講師：米国弁護士マイケルロール氏）

	11日、12日	 連合会通関士部会・事務局合同会議	

（メルパルク東京）

	11日～14日	 通関業務従業者研修（成田地区）

	 12日	 スペインバルセロナ港湾局主催「通関

テクニカルセミナー」

	 	 講師：	三谷副会長	

「日本通関業連合会の概要」

	18日～21日	 通関業務従業者研修（本関地区）

	 28日	 税関記念日式典

	10月２日	 通関士部会三役会

	 ３日	 本関地区通関協議会

	７日～11日	 第98回通関従業者業務研修会

	 10日	 大黒地区通関協議会

	 11日	 横浜通関業会研修委員会

	 16日	 横浜地区密輸撲滅キャンペーン

	 〃　	 千葉地区通関協議会

	 〃　	 本牧地区通関協議会

	 17日	 川崎地区通関協議会

	 〃　	 宮城地区通関協議会

	 〃　	 宇都宮地区通関協議会

	 21日	 第98回通関従業者業務研修会の成績

優秀者昼食懇談会

	 23日	 通関士部会三役会

	 24日	 航空貨物分会会員協議会

	24日～25日	 日本通関業会全国会長・理事長会議

	 28日	 横須賀地区通関協議会

	 29日	 千葉地区密輸撲滅キャンペーン

東 京

横 浜

各通関業会業務報告
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	 30日	 通関士部会三役会

	11月６日	 通関士部会委員会

	 〃　	 輸出入通関手続等検討会

	 ８日	 横浜通関業会役員研修会

	11日～12日	 通関士部会・事務局合同会議

	 20日	 本関地区通関協議会

	 〃　	 通関士部会と関税局業務課との意見交

換会

	 21日	 宮城地区通関協議会

	 22日	 通関士部会委員会

	 〃　	 通関士部会報告会及び懇談会

	 26日	 宇都宮地区通関協議会

	 27日	 本牧地区通関協議会

	 〃　	 千葉地区通関協議会

	 28日	 大黒地区通関協議会

	 〃　	 川崎地区通関協議会

	 〃　	 航空貨物分会会員協議会

	 〃　	 税関記念日税関業績者表彰式・横浜通

関業会表彰式

	 29日	 通関士部会委員会

	10月３日	 小松島地区通関士との意見交換会（小

松島市）

	 ４日	 高知地区通関士との意見交換会（高知市）

	 ５日	 密輸撲滅キャンペーン（新居浜）

	 ６日	 第53回通関士試験（神戸市、広島市）

	 ７日	 浜田地区通関士との意見交換会（浜田市）

	 ８日	 通関業の日　記念行事（功労者表彰式、

セミナー等）（日本通関業連合会）

	 〃　	 広島地区通関士との意見交換会（広島市）

	 ９日	 密輸撲滅キャンペーン（神戸）

	 〃　	 通関士部会　総務・システム委員会

	 	 （神戸通関業会研修室）

	 10日	 密輸撲滅キャンペーン（今治市、尾道市）

	 11日	 松山地区通関士との意見交換会（松山市）

	 〃　	 密輸撲滅キャンペーン（福山市）

	 16日	 境地区通関士との意見交換会（境港市）

	 17日	 坂出地区通関士との意見交換会（坂出市）

	 〃　	 密輸撲滅キャンペーン（倉敷市）

	 18日	 姫路地区通関士との意見交換会（姫路市）

	 〃　	 密輸撲滅キャンペーン（坂出市）

	 23日	 通関士部会　女性通関士会役員会（神

戸通関業会研修室）

	 24日	 水島地区通関士との意見交換会（倉敷市）

	24日～25日	 連合会全国会長・理事長会議（金沢市）

	 25日	 福山地区通関士との意見交換会（福山市）

	 〃　	 密輸撲滅キャンペーン（小松島市）

	 28日	 密輸撲滅キャンペーン（松山市）

	 29日	 関税局業務課長との意見交換会（神戸

税関会議室）

	 〃　	 密輸撲滅キャンペーン（須崎市、高知市）

	 31日	 新居浜地区通関士との意見交換会（新

居浜市）

	11月２日	 密輸撲滅キャンペーン（浜田）

	 ６日	 通関士部会　総務・システム委員会	

（神戸通関業会研修室）

	７日～８日	 課題別研修（評価）（広島）

	11日～12日	 通関士部会・事務局合同会議（日本通

関業連合会）

	 12日	 広島地区女性通関士の意見交換会（広島）

	 13日	 神戸３地区通関連絡協議会との意見交

換会（神戸通関業会研修室）

	 14日	 安全保障貿易管理・NACCS及びワシ

ントン条約に関する説明会（神戸通関

業会研修室）

	 15日	 課題別研修（評価）（浜田）

	18日～22日	 第２回従業者研修（神戸通関業会研修室）

	 19日	 2019年度NACCS神戸地区協議会	

（兵庫県民会館）

	 22日	 第２回従業者研修　成績優秀者表彰	

（神戸通関業会研修室）

	 27日	 港和会（本関）通関連絡協議会（神戸

税関会議室）

神 戸
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	 27日	 課題別研修（分類）（福山）

	 28日	 税関記念日（神戸税関）

	 〃　	 税関長感謝状受賞者のお祝い会（神戸

通関業会研修室）

	 29日	 通関士部会　定例役員会（神戸通関業

会研修室）

	 〃　	 阪神通関士部会意見交換会（神戸通関

業会研修室）

	10月３日	 通関士部会　京滋地区協議会

	 ８日	 （連）「通関業の日」式典

	 ９日	 2019年度第３回新任通関業務従業者

研修　

	 11日	 関空地区密輸撲滅キャンペーン

	 16日	 本関地区密輸撲滅キャンペーン

	 17日	 通関士部会　第48回業務委員会

	 〃　	 通関士部会　第39回総務委員会

	 〃　	 通関士部会　第20回システム委員会

	 〃　	 通関士部会役員会・税関担当官との連

絡会

	24日～25日	 （連）全国会長・理事長会議

	 29日	 通関士部会　北陸地区協議会

	 〃　	 北陸地区密輸撲滅キャンペーン

	 30日	 大阪地区通関協議会（税関との通関事

務連絡会及び定例会・役員会）

	11月５日	 （連）通関士専門研修　関税評価

	 ６日	 （連）通関士専門研修　輸出貿易

	 ７日	 （連）通関士専門研修　EPA・原産地規則

	 ８日	 （連）通関士専門研修　化学の基礎

	11日～12日	 （連）通関士部会・事務局合同会議

	 19日	 通関士部会　堺地区協議会

	 21日	 通関士部会　第49回業務委員会

	 〃　	 通関士部会　第40回総務委員会

	 〃　	 通関士部会　第21回システム委員会

	 〃　	 通関士部会役員会・税関担当官との連

絡会

	 26日	 通関業セミナー「安全保障貿易管理」

＆「貿易管理サブシステム」

	 27日	 大阪地区通関協議会（税関との通関事

務連絡会及び定例会・役員会）

	 28日	 税関業績者等表彰式

	 29日	 阪神通関士部会連絡会

	10月２日	 理事会・一水会（理事・監事）

	 ８日	 本関通関事務研究会

	 ９日	 輸出入商品分類研修

	 〃　	 密輸撲滅キャンペーン（下田地区）

	 10日	 通関懇談会（名鉄グランドホテル）

	 11日	 通関士部会幹事会

	 15日	 清水支部通関士部会定例会

	 〃　	 清水支部沼津通関懇話会

	 16日	 関税減免税関係研修

	 〃　	 中部空港通関事務研究会

	 〃　	 清水支部浜松通関懇話会

	 17日	 西部通関事務研究会

	 〃　	 清水支部通関事務研究会

	 18日	 密輸撲滅キャンペーン（浜松地区）

	 23日	 関税評価実務研修

	 〃　	 清水支部興津通関担当者連絡会

	 〃　	 四日市支部通関士部会幹事会、通関事

務研究会

	 24日	 関税減免税関係研修（空港）

	 〃　	 清水支部御前崎通関担当者連絡会

	 〃　	 清水支部田子の浦通関担当者連絡会

	 〃　	 清水支部焼津通関担当者連絡会議

	 30日	 清水支部奇六会（通関懇談会）

	11月６日	 四日市支部関税評価実務研修

	 ７日	 一木会・通関士部会幹事会

	 12日	 本関通関事務研究会

	 〃　	 清水支部通関士部会支部定例会　

	 〃　	 四日市支部輸出貿易管理令実務研修

	 13日	 輸出入商品分類研修

大 阪

名古屋
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	15日～16日	 四日市支部他港見学研修（伏木富山港）

	 19日	 清水支部評価事務研修（浜松）

	 〃　	 清水支部沼津通関懇話会

	 20日	 安全保障貿易管理説明会

	 〃　	 中部空港通関事務研究会

	 〃　	 清水支部浜松通関懇談会

	 〃　	 清水支部通関事務研究会

	 21日	 西部通関事務研究会

	 22日	 清水支部評価事務研修（清水）

	 26日	 清水支部興津通関担当者連絡会

	 〃　	 四日市支部通関士部会、通関事務研究会

	 27日	 四日市支部品目分類研修

	 28日	 清水支部田子の浦通関事務担当者連絡会

	 〃　	 清水支部御前崎通関担当者連絡会

	10月８日	 通関業の日　野畑会長出席

	 〃　	 大分地区密輸撲滅キャンペーン大分駅

前　07：30～08：15

	 	 専務理事、通関士部会９名参加

	 10日	 福岡空港地区密輸撲滅キャンペーン福

岡空港３F　09：30～10：10

	 	 専務理事、通関士部会７名参加

	 11日	 博多地区密輸撲滅キャンペーンベイサ

イドプレイス　09：30～10：20

	 	 専務理事、通関士部会４名参加

	 17日	 門司通関士部会定時総会

	 	 ・	平成30年度活動状況報告、令和元

年度事業計画、役員改選について

	 	 　定時総会　16時～

	 	 　	 士部会役員19名、会員85人

	 	 　懇親会　　17時30分～　税関13名

	 	 　「通関業の日」関連式典

	 	 　　　　　　16時40分～

	 	 ・表彰：	鎌田英志氏（（株）近鉄エクス

プレス福岡通関センター）

	 	 　　　　	柴田一夫氏（門司港運（株）

輸出入貨物部）

	 	 　　　　	原田亜希子氏（関光汽船（株）

国際部）

	 	 ・講演　門司税関　辻重孝業務部長

	 	 　「最近における税関行政について」

	 24日	 苅田地区税関事務連絡会　16：00～

	 	 苅田出張所会議室　税関２　会員４社

	 	 ・	（税関説明事項）最近の税関情勢、

情報提供依頼

	24日～25日	 全国会長・理事長会議　於　金沢　野

畑会長出席

	 29日	 福岡支部第192回全体会議　

	 	 14：30～15：30

	 	 46社（専務理事出席）　税関７名

	 	 博多港湾合同庁舎会議室

	 	 ・税関からの説明

	 	 　消費税（軽減税率について）

	 	 　通関非違事例の紹介及び解説

	 31日	 通関士部会・事務局合同会議事前テレ

ビ会議　14：00～15：00　

	 	 専務理事、通関士部会副部会長

	 	 ・	通関士部会・事務局合同会議議題整

理

	11月５日～７日	

	 	 通関士実務研修　門司港湾合同庁舎７F

会議室　通関士12名参加

	 	 輸出入通関事務、減免税制度、通関業

法、品目分類、AEO制度、関税評価、

原産地、他法令

	 	 講師：門司税関業務部職員

	 ６日	 門司通関士部会関門支部下関地区会議

	 	 下関港湾合同庁舎５F会議室　会員20

名参加

	 	 ・	税関からの説明事項：日豪AEO相

互承認等

	 	 ・	勉強会　関税評価（加算要素等）講

師関税評価官

門 司
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	 ７日	 通関士部会・事務局合同会議事前検討

会

	 	 通関士部会長、副部会長、専務理事

	11日～12日	 通関士部会・事務局合同会議　メルパ

ルク東京

	 	 通関士部会長、副部会長、専務理事出席

	12日～14日	 通関業者従事者実務研修　従事者37

名参加

	 	 税関の組織、通関業法、関税法、外為

法、関税定率法、輸入実務、輸出実務

	 	 講師：	門司税関職員、門司通関業会所

属通関士

	 18日	 苅田地区密輸撲滅キャンペーン　コス

タ行橋　15：00～15：30

	 	 会員４名参加

	 〃　	 通関業者勉強会　大分港湾合同庁舎会

議室

	 	 大分地区会員16名参加

	 	 内容　EPAに係る原産地規則　

	 	 講師　原産地調査官

	 〃　	 関税局業務課長と門司通関業会役員と

の意見交換会　門司税関会議室

	 	 出席者：	（官）関税局業務課長、門司税

関業務部長以下９名

	 	 　　　　	（民）門司通関業会会長、副会

長、専務理事等11名

	 	 内容：	申告官署自由化の影響・展望、

通関業会の課題（在宅勤務等）他

	25日～27日、29日	

	 	 令和元年度通関士専門研修

	 	 評価、輸出貿易、原産地、分類（化学）

延べ参加人員31名

	 28日	 税関記念日「税関業績者等表彰式」

	 	 税関行政功労者　山九岩国支店、　植

田通関士部会長（門菱港運）

	 29日	 福岡支部第193回全体会議　

	 	 14：30～15：30　35社　税関６名

	 	 博多港湾合同庁舎会議室

	 	 通関非違事例の紹介及び解説、日

EUEPAに係る取扱変更等

	10月１日	 日EU・EPA自己申告制度説明会資料

の案内

	 ９日	 通関業務講習会（熊本市）

	 11日	 通関非違事例の案内

	 15日	 通関業務講習会（長崎市）

	 16日	 災害時等におけるNACCSの運用方法

等の案内

	 18日	 通関業務講習会（鹿児島市）

	 30日	 ヒアリ侵入防止等に係る協力依頼

	11月６日	 佐世保地区通関事務連絡協議会

	 〃　	 EPA利用に係るアンケート調査結果の

案内

	 11日	 連合会主催「通関士部会・事務局合同

会議」出席

	 14日	 原産地証明書識別コードの入力誤りの

今後の対応の案内

	 18日	 長崎地区通関事務連絡協議会

	 〃　	 「JCBAクラウドの利用」（連合会）の

案内

	 22日	 久留米地区通関事務連絡協議会

	 27日	 三池地区通関事務連絡協議会

	 〃　	 通関士専門研修（門司港）事務

長 崎
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	10月３日	 安全保障貿易管理説明会（札幌市）

	 15日	 消費税軽減税率説明会におけるQ&A

及び説明会資料送付

	 21日	 通関士専門研修（後期）（札幌市）

	 24日	 税関関係三団体共催「幹部セミナー」

（函館市）

	 28日	 通関業務連絡会（札幌）

	 〃　	 通関業務連絡会（小樽）

	 29日	 通関業務連絡会（室蘭）

	 〃　	 通関業務連絡会（千歳）

	 〃　	 通関業務連絡会（石狩）

	 〃　	 通関業務連絡会（苫小牧）

	 〃　	 通関業務連絡会（函館）

	 30日	 通関業務連絡会（八戸）

	 31日	 通関業務連絡会（釧路）

	 〃　	 通関業務連絡会（秋田船川）

	11月13日	 NACCSで特恵コード入力ミスがあっ

た場合の対応について

	 25日	 通関士部会北海道・東北ブロック合同

研修会（秋田市）

	 〃　	 通関士部会女性通関士委員会（秋田市）

	 〃　	 通関業務連絡会（函館）

	 〃　	 通関業務連絡会（室蘭）

	 〃　	 通関業務連絡会（苫小牧）

	 〃　	 通関業務連絡会（札幌）

	 28日	 通関業務連絡会（小樽）

	 28日	 通関業務連絡会（八戸）

	 〃　	 通関業務連絡会（石狩）

	 29日	 通関業務連絡会（千歳）

	 〃　	 通関業務連絡会（秋田船川）

	 〃　	 通関業務連絡会（釧路）

	10月８日	 関税評価に関する説明会

	 	 主催：沖縄地区税関

	 	 於：那覇港湾合同庁舎会議室

	 ９日	 密輸撲滅キャンペーン実施

	 	 於：パレットくもじ前イベント広場

	 31日	 令和元年度第３回通関連絡会

	 	 於：那覇港湾合同庁舎会議室

	 〃　	 テレビ会議

	 	 主催：日本通関業連合会

	 	 参加者：通関業会事務局・通関士部会

	11月８日	 令和元年度沖縄通関業会懇談会

	 	 於：神宮会館ホール

	 22日	 通関士部会　於：沖縄通関業会会議室

	 25日	 那覇港保安対策訓練

	 	 主催：那覇港保安対策協議会他、

	 	 内容：情報伝達訓練

	 29日	 保税研修会

	 	 主催：沖縄地区税関

	 	 於：那覇港湾合同庁舎会議室

函 館

沖 縄
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※本会報からの転載については、あらかじめご連絡下さい。

2  新年のご挨拶（会長）
4  新年のご挨拶（関税局長）
6  WCO御厨事務総局長との面談

11  バルセロナ港湾局とのセミナーについて
12  モンゴル通関業会会長及び事務局長来日
14  通関士部会・事務局合同会議の開催
17  即位礼の式典に参列（岡藤会長）
18  密輸撲滅キャンペーン（第２弾）
38  第53回通関士試験・合格体験記
43  通関業会だより
45  いいこときかく
54  令和２年度通関士試験・通信添削研修のご案内
59  特別掲載　事後調査と関税評価
77  各通関業会業務報告
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